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i
封
建
国
家
試
論
i

朝

治

啓

三

【
要
約
】
　
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
バ
ロ
ン
の
反
乱
は
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
成
立
後
五
十
年
、
＝
二
世
紀
後
半
の
イ
ギ

リ
ス
社
会
の
発
展
を
背
景
に
し
た
貴
族
に
よ
る
国
政
改
革
運
動
で
あ
る
。
従
来
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
通
説
的
位
置
を
占
め
て
き
た
の
は
、
ス
タ
ッ
ブ
ズ

と
そ
の
後
継
者
た
ち
の
説
で
あ
る
。
彼
ら
は
＝
二
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
好
況
、
騎
士
階
層
の
成
長
、
代
褒
制
議
会
の
起
源
な
ど
社
会
の
諸
分
野
に
お
け

る
変
化
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
後
歩
ら
の
説
は
各
論
点
ご
と
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
、
か
な
り
本
質
的
な
点
に
つ
い
て
も
批
判
を
受

け
て
い
る
。
し
か
し
貴
族
の
共
同
体
に
よ
る
国
家
統
治
と
い
う
理
念
を
導
き
出
し
た
功
績
は
大
き
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
こ
の
理
念
の
う

ち
封
建
国
家
の
中
央
権
力
を
分
析
す
る
こ
と
に
焦
点
を
絞
り
、
反
乱
期
に
成
立
し
た
新
し
い
カ
ウ
ン
シ
ル
の
権
力
に
、
そ
の
翌
翌
を
見
出
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
史
林
五
九
巻
二
号
　
一
九
七
六
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

は
　
じ
　
め
　
に

シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ソ
フ
ォ
ー
ル
ω
巨
○
ロ
α
①
蜜
8
疎
。
詳
（
一
二
〇
八
一
六
五
年
）
の
名
を
英
国
議
会
史
上
不
朽
の
も
の
と
し
た
バ
ロ
ン
の
反

乱
（
一
二
五
八
－
六
五
年
）
は
、
国
王
ヘ
ン
リ
三
世
（
在
位
一
二
一
六
一
七
二
年
）
の
晩
年
に
起
っ
た
、
英
国
貴
族
に
よ
る
国
政
改
革
運
動
で

あ
る
。
重
税
反
対
を
直
接
の
契
機
と
し
て
蜂
起
し
た
改
革
派
大
貴
族
は
、
改
革
計
画
と
し
て
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
℃
8
鼠
ω
δ
霧
o
h
O
圏
○
犠
、

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
娼
δ
鼠
甑
8
ω
◎
臨
≦
①
触
目
言
ω
亀
目
両
条
項
な
ど
を
定
め
、
　
カ
ウ
ン
シ
ル
国
ぼ
σ
q
．
ω
O
o
§
o
ロ
（
国
王
諮
問
会
議
）
を
中

軸
に
国
政
改
革
を
進
め
た
が
、
王
難
の
勢
力
回
復
に
よ
り
一
二
六
五
年
、
シ
モ
ン
は
戦
死
し
、
再
び
王
が
権
力
を
掌
握
し
た
。
し
か
し
こ
の
反
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乱
の
諸
結
果
は
次
王
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
（
在
位
＝
｝
七
二
一
一
三
〇
七
年
）
の
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
政
治
史
上
の
こ
の
反
乱
の
意
義
を
、
議
会
史
や
国
制
史
、
さ
ら
に
経
済
史
と
も
関
連
さ
せ
、
社
会
全
体
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
は
W

●
ス
タ
・
ブ
ズ
と
そ
の
後
継
老
た
ち
で
あ
如
・
す
な
わ
ち
彼
ら
に
よ
れ
ば
バ
。
ン
の
反
乱
に
際
し
て
・
肇
派
大
貴
族
は
全
社
会
的
見
地
か
ら

中
小
貴
族
の
権
利
を
守
る
改
革
条
項
を
成
立
さ
せ
、
彼
ら
の
戦
力
を
指
揮
下
に
入
れ
つ
つ
、
王
と
そ
の
一
族
ら
に
よ
る
専
制
支
配
を
排
除
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
二
六
五
年
一
月
、
従
来
か
ら
の
構
成
員
で
あ
っ
た
大
貴
族
の
外
に
初
め
て
中
小
貴
族
と
都
市
代
表
と
を
加
え
た
パ

；
ラ
メ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
例
は
一
二
九
五
年
の
い
わ
ゆ
る
模
範
議
会
に
引
き
継
が
れ
、
国
政
上
の
重
要
事
項
は
王
、
貴

族
と
都
市
代
表
と
の
い
わ
ゆ
る
王
国
の
三
身
分
に
よ
る
合
議
の
上
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
慣
習
が
成
立
し
、
英
国
議
会
の
礎
と
な
る
と
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
背
景
に
は
、
征
服
以
来
地
方
に
定
着
し
た
騎
士
等
が
次
第
に
戦
士
的
性
格
を
脱
却
し
て
、
中
小
土
地
所
有
者
と
し
て
経
済

的
に
も
牧
羊
経
営
な
ど
に
よ
っ
て
富
裕
化
し
つ
つ
あ
り
、
地
方
行
政
官
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
と
い
う
事
態
が
あ
る
と
す
る
。

　
ス
タ
ッ
ブ
ズ
ら
の
こ
の
よ
う
な
説
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
楽
天
的
気
分
を
反
映
し
、
シ
モ
ン
や
エ
ド
ワ
ー
ド
の
英
雄
視
に
繋
が
る
と
の
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

判
を
受
け
な
が
ら
も
、
長
く
彼
我
の
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
他
方
で
は
彼
ら
の
説
に
対
す
る
批
判
も
現
わ
れ
て
き
て
い

る
。
例
え
ば
H
・
G
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
G
・
O
・
セ
イ
ル
ズ
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
裁
判
所
的
性
格
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
タ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ブ
ズ
ら
の
国
政
合
議
機
関
説
を
批
判
し
、
ま
た
M
・
M
・
ボ
ス
タ
ソ
は
中
小
土
地
所
有
者
の
＝
二
世
紀
に
お
け
る
全
国
的
な
経
済
的
没
落
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
指
摘
に
よ
っ
て
、
中
小
土
地
所
有
者
の
経
済
的
、
政
治
的
地
位
向
上
説
を
批
判
し
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
諸
氏
に
よ
る
ス
タ
ッ
ブ
ズ
説
批
判

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
王
と
貴
族
と
の
合
意
に
よ
る
統
治
と
い
う
ス
タ
ッ
ブ
ズ
説
の
権
力
論
に
焦
点
を
あ
て
、
バ
ロ
ン
反
乱
時
に
お
け
る
カ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ソ
シ
ル
権
力
を
対
象
と
し
て
、
封
建
国
家
権
力
の
構
造
、
機
能
、
担
い
手
の
究
明
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
一
三
世
紀
後
半
の
英
国
封
建
貴
族
層
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
を
探
り
、
次
い
で
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
べ
き
権
力

の
構
造
と
機
能
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
権
力
を
生
み
だ
す
社
会
の
生
産
関
係
を
検
討
し
た
後
、
封
建
国
家
権
力
形
成
に
つ
い
て
の
試
論
を

示
す
こ
と
に
す
る
。
従
来
我
国
で
は
バ
ロ
ン
の
反
乱
に
関
す
る
研
究
は
、
主
と
し
て
ス
タ
ヅ
ブ
ズ
の
O
Q
①
冨
9
0
げ
霞
浜
田
を
史
料
と
し
て
き
た39　（203）
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中
村
英
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イ
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リ
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議
会
史
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有
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、
　
一
九
五
九
年
。
森
岡
敬
一
郎

　
　
「
試
騨
α
q
昌
p
O
鴛
冨
を
め
ぐ
る
二
、
一
二
の
問
題
（
続
三
の
上
）
」
、
『
史
学
』
照
　
ニ
ー

　
　
四
、
一
九
七
㎝
年
。
同
「
津
〇
三
ω
δ
篇
O
｛
○
汰
。
巳
（
＝
｝
五
八
年
）
の
一
考

1
・
J
・
サ
ソ
ダ
ー
ズ
が
編
集
し
た
新
し
い
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
大
部
分
こ
の
史

　
察
」
、
『
史
学
』
二
七
－
四
、
一
九
五
五
年
。
勺
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史
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一
　
バ
ロ
ン
反
乱
期
の
封
建
貴
族
層

　
本
章
で
は
ま
ず
バ
ロ
ン
反
乱
前
の
貴
族
層
が
懐
い
て
い
た
不
平
不
満
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
反
乱
の
原
因
を
考
察
す
る
。
次
い
で
反
乱

中
に
お
け
る
改
革
諸
条
項
の
分
析
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不
満
が
解
決
さ
れ
る
様
子
を
見
極
め
、
最
後
に
反
乱
後
の
戦
後
処
理
条
項
の
分
析
か
ら
、

当
段
階
に
お
け
る
最
終
的
な
問
題
解
決
の
方
針
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
前
述
サ
ン
ダ
ー
ズ
の
史
料
集
か
ら
三
段
階
に
わ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

史
料
を
選
び
だ
す
。
ま
ず
反
乱
前
の
貴
族
社
会
の
矛
盾
を
探
る
た
め
の
史
料
と
し
て
、
一
「
バ
ロ
ン
の
請
願
」
　
（
＝
｛
五
八
年
）
と
、
二
「
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ミ
ア
ソ
裁
定
の
資
料
と
し
て
の
王
国
共
同
体
の
不
満
」
　
（
一
二
六
四
年
）
と
を
選
ぶ
。
前
者
は
改
革
運
動
開
始
直
後
に
貴
族
に
よ
る
討
議
の
後
、
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王
に
提
出
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
後
書
は
約
五
年
半
後
、
王
と
改
革
派
と
の
対
立
が
頂
点
に
達
し
よ
う
と
す
る
直
前
に
、
改

革
派
か
ら
裁
定
の
資
料
と
し
て
仏
王
ル
イ
九
八
ピ
。
鼠
ω
H
×
（
在
位
一
二
二
六
一
七
〇
年
）
に
提
出
さ
れ
、
蜂
起
し
た
貴
族
た
ち
の
せ
っ
ぱ

つ
ま
っ
た
心
情
を
展
開
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
次
に
反
乱
中
の
改
革
派
貴
族
の
改
革
目
標
や
基
本
構
想
を
知
る
た
め
の
史
料
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

三
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
項
」
、
四
「
、
ハ
ロ
ン
の
条
項
」
　
（
い
ず
れ
も
＝
一
五
八
年
）
、
五
「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
」
　
（
一
二
五
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
取
り
上
げ
る
。
最
後
に
反
乱
後
の
戦
後
処
理
条
項
と
し
て
、
六
「
ケ
ニ
ル
ワ
！
ス
条
項
」
　
（
＝
一
六
七
年
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
下
、
個
別
に
検
討
す
る
。

　
一
「
バ
ロ
ン
の
請
願
」
　
　
「
王
に
対
し
て
伯
と
バ
ロ
ン
は
以
下
の
要
求
を
す
る
」
と
い
う
冒
頭
の
文
言
ど
お
り
、
全
文
二
九
か
条
の
う
ち
数

か
条
を
除
い
て
は
、
封
建
社
会
の
支
配
階
級
内
の
中
心
的
勢
力
で
あ
る
封
主
・
大
貴
族
の
、
国
政
に
関
す
る
裁
判
上
や
経
済
活
動
上
の
不
満
と

そ
の
改
善
要
求
と
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
王
に
よ
る
封
建
的
特
権
の
侵
害
に
対
す
る
大
貴
族
の
不
満
は
、
し
か
し
、
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き

る
。
そ
の
一
つ
は
後
見
権
、
相
続
承
認
権
な
ど
財
主
・
大
貴
族
が
封
臣
・
中
小
貴
族
に
対
し
て
行
使
す
る
領
主
裁
着
権
へ
の
王
の
恣
意
的
な
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

入
に
対
す
る
不
満
で
あ
り
、
王
の
裁
判
官
と
し
て
の
巡
回
裁
判
官
や
地
方
行
政
官
と
し
て
の
シ
ェ
リ
フ
ら
に
よ
る
特
権
侵
害
も
含
ま
れ
る
。
他

の
一
つ
は
王
有
林
や
王
城
、
都
市
、
港
な
ど
の
管
理
に
関
し
て
、
王
は
個
人
的
、
恣
意
的
な
経
営
を
止
め
、
貴
族
全
体
の
陶
意
や
意
志
に
従
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

べ
き
だ
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
ら
大
貴
族
の
不
満
に
対
し
て
、
数
か
条
で
は
あ
る
が
封
臣
・
中
小
貴
族
の
利
害
に
基
く
と
思
わ
れ
る
要
求

も
あ
る
。
義
臣
・
中
小
貴
族
ら
は
寺
主
の
法
廷
へ
の
出
廷
義
務
の
新
設
、
増
加
に
反
対
し
、
封
主
・
大
貴
族
に
よ
る
土
地
侵
奪
を
非
難
し
て
い

⑨る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
三
種
の
要
求
、
不
満
は
封
主
・
封
臣
関
係
の
整
序
を
求
め
る
も
の
と
、
王
権
の
性
格
、
任
務
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

と
に
帰
着
し
て
ゆ
く
。
こ
の
う
ち
前
者
に
就
い
て
は
大
貴
族
と
中
小
貴
族
と
の
利
害
は
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
第
二
四
条
は
封
主
の
封

臣
に
対
す
る
支
配
強
化
を
意
味
す
る
出
廷
義
務
の
新
設
反
対
を
要
望
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
九
条
で
は
大
貴
族
は
自
ら
の
領
主
裁
判
権
の

国
王
裁
判
権
か
ら
の
独
立
性
維
持
を
主
張
し
、
封
臣
に
対
す
る
支
配
強
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
反
乱
前
の
封
建
貴
族
社

会
の
問
題
点
と
し
て
、
①
旧
来
の
支
配
体
制
の
維
持
、
強
化
を
狙
う
封
主
・
大
貴
族
と
、
そ
れ
に
反
督
す
る
封
臣
・
中
小
貴
族
と
の
問
に
み
ら
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れ
た
、
主
と
し
て
裁
判
権
や
土
地
侵
奪
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
、
②
当
時
の
国
王
に
は
余
り
に
恣
意
的
な
ふ
る
ま
い
が
多
く
、
こ
の
問
題
の
解

決
の
た
め
に
は
不
適
格
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
う
二
点
を
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
一
一
「
ア
ミ
ア
ン
裁
定
の
資
料
、
王
国
共
同
体
の
不
満
」
　
　
「
イ
ギ
リ
ス
正
国
の
状
態
を
改
革
す
る
た
め
に
」
大
貴
族
に
よ
っ
て
裁
定
者
ル
イ

九
品
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
資
料
は
、
そ
の
八
か
条
総
て
に
お
い
て
王
や
王
の
側
近
と
目
さ
れ
る
人
々
、
殊
に
王
妃
一
族
の
仏
人
貴
族
に
よ
る
悪

行
を
不
満
の
対
象
と
し
、
後
見
権
を
扱
っ
た
第
二
条
以
外
は
王
の
政
策
助
言
者
と
な
っ
た
こ
れ
ら
仏
人
貴
族
な
ど
に
よ
る
中
央
統
治
権
力
の
乱

用
に
対
す
る
不
満
を
扱
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
カ
ウ
ン
シ
ル
構
成
員
と
し
て
税
務
、
裁
判
、
商
業
、
地
方
行
政
、
外
交
な
ど
広
範
囲
な
活
動
を
し

て
い
る
ゆ
し
か
し
奮
す
べ
き
こ
と
に
は
・
不
満
は
権
力
乱
用
に
対
し
て
で
あ
り
・
カ
ゥ
ン
シ
ル
と
い
う
機
関
の
存
廃
に
就
い
て
は
不
問
で

　
⑫

あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
こ
の
史
料
が
主
と
し
て
王
側
近
の
仏
人
貴
族
ら
に
よ
る
中
央
統
治
権
力
の
乱
用
に
対
す
る
不
満
と
、
権
力
機
関
カ
ウ
ソ

シ
ル
の
改
善
を
求
め
た
史
料
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
二
史
料
の
分
析
か
ら
、
我
々
は
反
乱
前
の
支
配
階
級
に
内
在
す
る
問
題
点
と
し
て
、
㈲
封
主
・
大
貴
族
が
旧
来
の
支
配
体
制
の
中
核
を

な
す
傭
主
・
封
臣
関
係
を
維
持
、
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
彼
ら
大
貴
族
と
封
臣
・
中
小
貴
族
と
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
と
、
㈲
個
人
と
し

て
の
王
自
身
や
側
近
の
恣
意
に
左
右
さ
れ
や
す
い
た
め
、
封
建
国
家
権
力
と
し
て
の
国
王
や
、
従
来
の
カ
ウ
ン
シ
ル
は
、
こ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解

決
す
る
に
は
不
適
格
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
反
乱
前
の
史
料
に
み
ら
れ
た
貴
族
層
の
不
満
や
問
題
点
の
二
元
性
は
、
さ
ら
に
反
乱
中
の
史
料
や
バ
ロ
ン
の
反
乱
を
め
ぐ
る
諸
研
究

の
二
元
性
に
照
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
塩
煙
・
南
山
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
を
a
系
列
、
中
央
統
治
権
力
の
不
適
格
性
を
b
系
列
と
す
れ
ば
、
a

系
列
の
史
料
と
し
て
は
反
乱
前
で
は
前
述
の
一
　
「
バ
ロ
ン
の
請
願
」
、
反
乱
中
で
は
四
「
バ
ロ
ン
の
条
項
」
が
あ
り
、
E
・
F
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

や
佐
藤
伊
久
男
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
b
系
列
の
史
料
と
し
て
は
反
乱
前
で
は
前
述
の
二
　
「
ア
ミ
ア
ン
裁
定
の
資
料
」
、
反
乱
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
三
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
項
」
が
あ
り
、
B
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
や
森
岡
敬
一
郎
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
以
下
反
乱
中
の
改
革
の
構
想
を
示
す
諸
史
料
を
分
析
す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ら
の
史
料
の
関
係
を
み
て
お
こ
う
。
一
二
五
八
年
五
月
に
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王
が
大
貴
族
側
か
ら
の
改
革
提
案
に
同
意
し
た
後
、
六
月
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
定
さ
れ
た
も
の
が
三
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条

項
」
で
あ
り
、
後
そ
の
内
容
の
一
部
が
具
体
化
さ
れ
て
同
年
秋
、
四
「
バ
ロ
ン
の
条
項
」
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
計
画
を
ふ
ま
え
た
地
方
巡

回
裁
判
に
よ
り
改
革
が
実
行
に
移
さ
れ
て
約
一
年
後
、
当
面
の
改
革
計
画
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
五
「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
」
が
パ

ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
な
か
で
、
ま
ず
史
料
の
成
立
し
た
順
序
に
従
っ
て
b
系
列
の
史
料
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　
三
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
項
」
　
反
乱
中
最
初
の
改
革
計
画
で
あ
る
こ
の
条
項
は
二
四
か
条
か
ら
成
り
、
地
方
行
政
、
裁
判
、
国
家
役
人
、

議
会
な
ど
の
改
革
が
そ
の
主
な
取
扱
項
目
で
あ
る
。
国
王
、
大
貴
族
や
そ
の
下
僕
に
よ
る
中
小
貴
族
へ
の
不
法
侵
害
を
、
最
高
司
法
官
の
権
力

に
よ
っ
て
是
正
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
第
一
条
は
、
蔵
主
・
封
臣
関
係
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
と
い
う
点
で
上
述
の
a
系
列
に
属

す
。
し
か
し
そ
の
他
の
大
部
分
の
条
文
は
中
央
統
治
権
力
を
構
成
す
る
諸
部
門
、
す
な
わ
ち
カ
ウ
ソ
シ
ル
、
最
高
司
法
官
、
財
務
府
長
官
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

法
官
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
な
ど
の
人
事
、
任
務
、
権
限
、
任
期
に
つ
い
て
規
定
し
、
特
に
カ
ウ
ン
シ
ル
に
排
他
的
に
強
い
権
限
を
与
え
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
上
述
の
b
系
列
に
属
す
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
a
系
列
の
問
題
の
解
決
が
最
高
司
法
官
の
権
力
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
規
定
は
、

女
主
・
封
臣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
が
非
常
に
深
刻
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
上
級
権
力
の
介
入
が
貴
族
た
ち
の
側
か
ら
求
め
ら
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
a
系
列
、
封
主
・
封
臣
関
係
の
問
題
解
決
そ
の
も
の
を
め
ざ
し
た
改
革
計
画
が
、
四
「
．
ハ
ロ
ン
の
条
項
」
で
あ
る
。
全
文
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

五
か
条
よ
り
成
る
こ
の
条
項
は
、
そ
の
前
文
で
「
領
主
法
廷
へ
の
出
廷
義
務
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
・
バ
ロ
ン
の
条
項
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
封
主
・
封
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
封
建
的
権
利
、
義
務
を
、
封
主
・
封
臣
関
係
の
外
に
立
つ
中
央
権
力
と
し
て
の
捌
定
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
い
⑳
し
か
し
努
・
中
央
権
力
の
封
主
・
封
臣
関
係
へ
の
介
入
の
手
続
を
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
・
て
・
封
主
・
大

貴
族
と
走
禽
・
中
小
貴
族
が
享
受
す
べ
き
封
建
的
特
権
の
瓦
解
を
防
ご
う
と
す
る
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な

魎
と
も
か
晶
述
の
史
料
あ
第
二
聚
に
示
さ
れ
て
い
た
封
臣
．
中
小
貴
族
の
不
満
は
こ
う
し
て
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
・

　
以
上
、
反
乱
中
の
改
革
計
画
を
示
す
二
史
料
の
分
析
か
ら
、
カ
ウ
ン
シ
ル
を
中
核
と
す
る
中
央
権
力
の
改
善
と
、
こ
の
中
央
権
力
に
よ
る
封
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主
・
封
臣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
是
正
と
い
う
改
革
の
基
本
構
想
を
ひ
き
だ
し
得
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
次
に
こ
の
改
革
計
画
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
、
五
「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
」
を
分
析
し
よ
う
。
従
来
こ
の
条
項
は
大
貴
族
に
圧
迫

さ
れ
て
い
る
中
小
貴
族
の
法
的
権
利
を
保
証
し
た
規
定
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
説
に
は
二
つ
の
留
保
が
必
要
で
あ

る
・
ま
ず
第
薫
は
中
小
貴
族
の
み
を
一
方
的
に
保
護
し
た
も
の
で
は
な
勉
封
主
●
離
檀
相
互
の
利
害
を
調
整
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
・
ま

た
第
二
点
は
封
主
・
切
干
関
係
以
外
に
、
中
央
権
力
の
非
人
格
化
に
つ
い
て
の
規
定
を
も
含
む
こ
と
で
あ
る
。
第
一
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、

封
主
に
よ
る
二
七
財
産
の
差
押
え
制
限
に
つ
い
て
、
王
令
状
の
手
続
を
必
要
と
す
る
点
な
ど
で
、
史
料
四
よ
り
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
つ
け
加

　
　
⑳

え
よ
う
。
第
二
点
す
な
わ
ち
中
央
権
力
の
非
人
格
化
は
二
方
向
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
。
つ
ま
り
一
方
は
従
来
の
国
王
の
個
人
的
、
恣
意
的
な
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

力
乱
用
を
否
定
す
る
方
法
で
あ
り
、
主
に
史
料
の
前
半
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
他
方
は
国
王
個
人
に
か
わ
る
非
人
格
的
統
治
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

関
に
一
定
の
権
力
を
持
た
せ
る
方
法
で
あ
り
、
主
に
史
料
の
後
半
に
そ
の
規
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
上
述
し
た
改
革
の
基
本
構
想

の
う
ち
中
央
権
力
の
改
善
と
い
う
目
標
は
、
カ
ウ
ソ
シ
ル
の
構
成
員
を
】
新
し
、
そ
の
任
務
を
明
確
に
し
て
排
他
的
に
強
権
を
賦
与
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

カ
ウ
ン
シ
ル
を
中
核
と
し
て
各
種
委
員
を
任
命
し
て
、
従
来
の
恣
意
的
な
国
王
権
の
行
使
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
構
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
ま
た

一
方
封
主
・
封
臣
関
係
の
是
正
と
い
う
目
標
は
、
改
善
さ
れ
た
カ
ウ
ン
シ
ル
の
権
力
を
背
景
に
し
て
、
国
主
の
封
臣
に
対
す
る
領
主
権
強
化
の

策
動
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
一
二
六
五
年
八
月
、
　
シ
モ
ン
の
戦
死
と
い
う
王
側
の
全
面
的
勝
利
の
あ
と
、
戦
後
処
理
策
と
し
て
成
立
し
た
六
　
「
ケ
ニ
ル
ワ
ー
ス
条

項
」
は
、
反
乱
中
の
改
革
の
内
容
を
一
部
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
全
文
四
〇
か
条
の
大
部
分
が
反
乱
者
の
領
地
没
収
で
は
な
く
買
戻
し
の

規
定
に
充
て
ら
れ
、
一
方
国
王
権
は
そ
の
至
上
性
を
規
定
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
任
務
は
封
建
貴
族
問
の
利
害
の
対
立
の
合
理
的
な
調
整
で
あ

り
、
反
乱
中
に
カ
ウ
ン
シ
ル
が
新
た
に
獲
得
し
た
、
責
任
あ
る
中
央
統
治
権
力
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
王
は
も
は
や
こ
の
任
務
か
ら
無
責
任

に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
の
分
析
の
結
果
、
当
時
の
社
会
の
支
配
階
級
、
す
な
わ
ち
大
貴
族
と
中
小
貴
族
と
の
間
の
支
配
・
被
支
配
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
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ル
を
解
決
し
、
さ
ら
に
封
建
国
家
を
統
治
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
中
央
権
力
の
確
立
を
め
ざ
し
た
改
革
派
の
貴
族
た
ち
は
、
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
の

非
人
格
化
、
公
権
力
化
を
め
ざ
し
、
】
方
こ
れ
に
対
抗
し
て
扇
王
権
の
個
人
的
、
恣
意
的
性
格
の
維
持
に
執
着
す
る
国
王
と
争
っ
た
、
と
書
え

よ
う
。①

留
a
露
ω
讐
愚
。
ミ
．
層
℃
や
刈
0
あ
ド

②
き
ミ
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や
霧
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．

③
ま
ミ
サ
℃
や
霧
山
旨

④
導
ミ
．
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富
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℃
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⑥
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℃
や
ω
δ
1
ω
雪
。

⑦
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ρ
G
。
℃
9
ω
．
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ρ
ぱ
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幽
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ミ
．
層
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ω
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野
伊
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⑨
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ω
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介
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α
■

⑩
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隠
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淺
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。
占

＠
き
ミ
留
署
b
誤
少
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ω
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⑫
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』
♂
園
＆
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噛
9
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⑬
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塞
曾
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8
げ
・
蜜
§
月
忌
憎
§
等
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ミ
ミ
切
ミ
§
ミ
肉
§
ミ
起
§
恥

　
肉
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鴨
ミ
§
”
多
多
直
N
ミ
リ
O
鮭
O
a
’
お
b
o
㎝
…
∪
ρ
層
馬
．
≦
ゲ
暮
ミ
⑦
お
夢
O
．
℃
同
9

　
〈
一
ω
一
〇
器
。
剛
○
×
8
註
、
リ
ニ
唱
霞
ミ
ミ
8
H
×
一
8
合
U
o
‘
、
．
〉
℃
8
唱
8
p
一
｛
自

　
霞
σ
箭
葺
一
8
9
陸
譲
①
窪
o
Q
一
堂
8
α
o
嵩
。
暮
8
辱
p
巳
頃
①
霞
鴫
H
目
ご
口
お
①
O
．
、
層

　
閏
。
国
争
‘
×
メ
メ
＜
H
押
6
卜
。
b
。
”
U
P
、
、
O
o
ヨ
覧
鉱
糞
。
・
9
瓢
曾
三
囲
H
H
㊤
σ
q
巴
口
簿

　
夢
㊦
切
霞
。
巳
p
｝
0
8
蓉
嬬
ぢ
H
卜
。
費
．
．
ゼ
郵
国
網
メ
ロ
．
お
b
。
①
．
佐
藤
伊
久
男

　
「
貴
族
に
よ
る
『
政
治
的
改
革
』
運
動
の
構
造
」
、
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
の
研
究
』
、

　
山
川
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
所
収
。

⑭
切
■
≦
算
ヨ
ω
o
p
§
恥
蜜
§
馬
恥
ミ
§
9
蕊
ミ
ミ
§
N
ミ
ミ
§
ミ
駄

　
§
要
謄
§
ミ
ミ
蕊
㌧
ミ
ミ
帖
馬
§
き
O
§
掛
ミ
萄
勲
窓
p
昌
。
げ
。
ω
仲
。
び
お
ω
ご
U
ρ
り
§
恥

　
ら
§
⑦
ミ
ミ
§
§
N
韓
箕
。
蔓
ミ
§
ミ
塁
ミ
騨
鱒
・
鷺
§
恥
噛
ω
く
〇
一
ρ
8
。
目
8
8
レ
詮
。
。

　
1
㎝
Q
。
．
森
岡
敬
二
郎
「
目
ロ
①
憎
8
〈
凶
ω
帥
O
霧
。
｛
○
義
o
a
（
一
二
五
八
年
）
の
一
考

　
察
」
、
『
史
学
』
二
七
一
四
、
［
九
五
五
年
。

⑮
ω
雪
9
歩
愚
辱
ミ
こ
唱
」
ド
O
距
α
。
9
伊
。
ド
N
ω
噂

⑯
N
ミ
劉
、
℃
や
旨
b
。
山
辱
領
主
法
廷
へ
の
出
廷
義
務
。
・
転
け
o
h
o
8
詳
と
は
、
封

　
建
契
約
に
よ
っ
て
封
臣
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
封
主
の
裁
判
権
へ
の
服
従
を
言

　
う
。
o
｛
．
6
．
司
．
目
’
℃
言
。
爵
昌
昌
ρ
卜
認
執
笑
騎
勘
§
鼠
肉
織
電
ミ
恥
ト
O
呂
h
o
a
噛
H
逡
㊤
．

⑰
こ
の
条
項
の
第
一
条
か
ら
第
＝
二
条
ま
で
は
領
主
法
廷
へ
の
出
廷
義
務
に
関
す

　
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
他
の
条
文
も
そ
の
補
足
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
。

⑱
の
磐
傷
興
ρ
愚
．
ミ
‘
聴
．
一
b
。
①
占
。
。
押
α
。
ρ
ρ
。
厨
。
・
」
伊
H
①
弘
N
ド
。
。
』
。
。
噂

⑲
　
　
「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
」
　
は
二
部
門
に
分
か
れ
、
　
前
半
は
　
「
司
法
部

　
門
」
、
後
半
は
「
行
政
部
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
9
男
竃
覧
℃
〇
三
鼻
P
、
．
o
っ
。
日
Φ

　
O
σ
器
財
く
舞
即
。
扇
8
跨
Φ
切
片
8
一
鈴
O
o
話
巳
（
戸
卜
σ
α
O
Q
一
一
b
⊃
①
O
）
拶
口
伽
夢
Φ
℃
8
－

　
＜
一
ω
圃
8
q
。
o
h
芝
。
ω
仲
白
貯
霧
禽
、
．
魑
ぎ
団
防
露
鴇
§
§
ミ
塁
ミ
鰻
防
8
養
博
恥
§
§
織

　
～
。
N
肉
§
ミ
噛
嵩
窪
。
冨
ω
8
周
「
お
b
。
ヨ
Q
Q
9
巳
。
同
ω
層
愚
．
ミ
・
層
℃
℃
■
卜
。
学
卜
。
q

　
ま
た
従
来
こ
の
条
項
を
一
方
的
に
封
臣
に
有
利
な
も
の
と
み
な
し
、
中
小
貴
族
で

　
あ
る
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
要
求
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た

　
が
、
疑
問
点
も
多
く
、
T
・
F
・
タ
ウ
ト
も
慎
重
論
で
あ
る
　
月
9
同
8
0
鼻
噂

　
、
．
O
o
き
筥
§
一
峠
霧
圏
9
。
一
①
臨
ρ
①
〉
薦
一
一
舘
、
．
層
銅
墨
網
×
＜
H
押
回
り
8
’
唱
や

　
Φ
卜
σ
一
㎝
噸

⑳
　
封
臣
保
護
の
条
文
は
、
第
二
、
三
、
九
、
一
二
、
　
｝
七
条
な
ど
、
封
主
保
護
の

　
条
文
は
第
三
、
㎝
九
条
な
ど
で
あ
る
。
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⑳
　
o
。
碧
低
曾
ρ
魯
脅
ミ
■
「
や
H
澄
－
伊
α
。
。
」
一
”
。
一
。
画
け
　
差
押
え
巳
ω
＃
a
暮
は

封
主
が
封
臣
の
出
廷
義
務
解
怠
に
対
抗
す
る
た
め
の
自
救
的
な
強
制
手
段
で
あ
る
。

⑫
ω
p
巳
。
昼
。
》
ミ
‘
窪
い
窓
－
同
お
ム
。
。
」
ド
。
冨
ド
ω
b
ρ
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一
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b
。
b
ω
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ミ
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や
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噸
山
o
ρ
一
b
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匂
9
ρ
ド
噂
8
0
。
’
ρ
宕
レ
㎝
℃
お
噛
嵩
い
。
。
レ
ρ

　
卜
⊃
ρ
N
c
◎
層
。
け
ρ

⑭
　
そ
の
ほ
か
同
条
項
「
行
政
部
門
」
の
第
七
条
の
規
定
、
す
な
わ
ち
カ
ウ
ン
シ
ル

員
が
王
に
常
侍
す
る
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
も
、
王
の
行
動
そ
の
も
の
が
チ
ェ
ッ

　
ク
さ
れ
た
。

⑯
　
ω
㊤
離
伽
①
誘
噂
。
》
鼠
“
こ
℃
℃
■
Q
Q
N
O
I
伊
上
o
ρ
心
海
島
ω
・
H
～
H
ド
　
な
お
マ
ー
ル
バ
ラ

法
0
6
富
ぎ
審
ω
O
騰
鼠
母
ぎ
霞
2
α
q
グ
（
＝
～
六
七
年
）
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

　
条
項
の
内
容
を
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
男
窯
，
剛
。
乱
。
搾
⑦
り
§
馬

　
§
ミ
§
§
9
ミ
ミ
8
0
×
｛
o
a
”
b
。
頃
9
①
9
お
①
b
。
．
参
照
。
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二
　
反
乱
期
の
中
央
権
力

　
1
　
分
析
視
角

　
第
一
章
に
お
い
て
バ
ロ
ン
の
反
乱
を
惹
き
起
し
た
社
会
の
矛
盾
と
、
そ
れ
に
対
す
る
改
革
派
の
計
画
を
検
討
し
た
結
果
、
封
主
・
封
離
間
の

ト
ラ
ブ
ル
を
国
王
権
の
非
人
格
化
、
具
体
的
に
は
カ
ウ
ソ
シ
ル
の
改
善
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
計
画
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ

を
受
け
て
本
章
で
は
改
革
計
画
が
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
検
討
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
が
ど
の
程
度
国
王
の
恣
意
の
及
ば
な
い
中
央
権
力
と
な
り
、

反
乱
前
の
社
会
の
矛
盾
を
解
決
し
得
た
か
を
見
極
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
目
的
を
果
す
た
め
、
ま
ず
本
節
に
お
い
て
は
カ
ウ
ソ
シ
ル
の
歴
史

的
位
置
づ
け
の
た
め
の
分
析
方
法
や
視
角
を
検
討
す
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
楽
天
的
な
議
会
理
念
に
影
響
さ
れ
た
ス
タ
ッ
ブ
ズ
の
中
世
区
制
史
に
お
い
て
は
、
国
王
の
私
的
な
諮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

問
機
関
と
し
て
の
カ
ウ
ン
シ
ル
よ
り
も
、
王
・
貴
族
・
都
市
代
表
の
国
政
討
議
の
場
と
し
て
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

F
・
W
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
一
三
〇
五
年
の
議
会
記
録
を
分
析
し
て
ス
タ
ッ
ブ
ズ
説
を
批
判
し
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
主
要
な
機
能
は
裁
判
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
、
国
政
の
実
権
は
カ
ウ
ン
シ
ル
が
握
っ
て
い
た
と
結
論
し
た
。
現
在
＝
二
、
一
四
世
紀
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
発
展
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
対
照
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
の
は
、
ス
タ
ッ
ブ
ズ
の
説
を
継
ぐ
B
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
と
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
を
発
展
さ
せ
た
H
・
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
G
・
O
・
セ
イ
ル
ズ
で
あ
る
。
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ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ソ
は
カ
ウ
ン
シ
ル
の
構
成
員
に
注
目
し
、
大
法
官
な
ど
の
役
人
と
僅
か
な
数
の
貴
族
か
ら
成
り
、
王
の
諮
問
に
対
し
て
答
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
だ
け
の
機
関
で
あ
っ
て
、
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
は
こ
の
状
態
が
続
き
、
従
っ
て
バ
ロ
ン
反
乱
時
代
の
カ
ウ
ソ
シ
ル
は
国
政
の
中
枢
に
は
成
り

　
　
　
　
　
　
　
⑥

得
て
い
な
い
と
す
る
。
し
か
し
カ
ウ
ン
シ
ル
の
構
成
員
が
役
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
私
的
諮
聞
機
関
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

退
し
な
い
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
関
係
の
史
料
に
対
す
る
彼
の
解
釈
に
も
問
題
が
あ
る
。
一
方
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
セ
イ
ル
ズ
は
カ
ウ
ン
シ
ル
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

能
、
特
に
裁
判
機
能
の
み
に
注
目
し
、
立
法
、
行
政
、
助
言
な
ど
の
機
能
は
重
視
せ
ず
、
従
っ
て
バ
ロ
ン
の
反
乱
期
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
機
能
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
裁
判
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
反
乱
期
に
就
い
て
見
れ
ば
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
項
な
ど
に
お
い
て
、
カ
ウ
ン
シ
ル
は
裁
判
以
外
の
機
能
を
も

果
す
べ
義
定
さ
れ
て
お
り
・
彼
ら
の
史
料
雑
に
も
問
題
が
含
ま
れ
て
い
如
・
従
・
て
バ
。
ソ
反
乱
期
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
主
要
な
丁
零
・

ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
は
助
言
で
あ
る
と
み
な
し
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
セ
イ
ル
ズ
は
裁
判
で
あ
る
と
し
て
解
釈
を
異
に
し
て
い
る
が
、
両
説
と
も

に
そ
の
機
能
の
発
展
を
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
り
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
中
央
権
力
機
関
化
へ
の
展
望
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
。
こ
の
点
に
就
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
」
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
翁
忌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
＝
二
世
紀
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
発
展
を
五
段
階
に
分
け
、
バ
ロ
ン
の
反
乱
を
境
に
構
成
員
の
任
命
に
あ
た
っ
て
の
王
の
恣

意
性
が
稀
薄
化
し
、
存
在
の
安
定
度
が
増
す
と
し
て
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
機
能
の
段
階
的
な
変
化
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
カ

ウ
ン
シ
ル
は
財
務
府
長
官
、
大
法
官
な
ど
の
役
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
の
国
家
役
人
と
し
て
の
専
門
職
能
が
王
と
貴
族
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
故
で
あ
る
と
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
国
政
の
中
で
の
役
割
、
機
能
に
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
我
々
は

構
成
員
の
人
事
や
裁
判
機
能
だ
け
を
評
価
す
る
視
角
か
ら
は
見
落
さ
れ
て
い
た
バ
ロ
ン
反
乱
期
前
後
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
発
展
を
、
カ
ウ
ン
シ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
国
政
の
中
で
果
し
て
い
た
役
割
や
機
能
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て

次
節
で
は
バ
ロ
ン
反
乱
期
の
諸
史
料
か
ら
、
機
能
の
変
化
を
基
準
に
し
て
カ
ウ
ン
シ
ル
の
中
央
権
力
機
関
化
の
過
程
を
検
討
す
る
。

　
2
　
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
王
側
近
の
貴
族
や
大
法
官
、
財
務
府
長
官
な
ど
の
役
人
に
よ
っ
て
い
わ
ば
王
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
カ
ウ
ン
シ
ル
は
、
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改
革
諸
条
項
の
規
定
に
よ
っ
て
構
成
員
を
一
新
し
、
そ
の
任
務
、
権
限
な
ど
を
明
確
に
さ
れ
て
、
こ
こ
に
＝
二
世
紀
後
半
の
国
家
統
治
機
関
と

し
て
の
機
能
に
ふ
さ
わ
し
い
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
節
で
は
反
乱
中
の
カ
ウ
ソ
シ
ル
が
国
政
機
構
内
で
の
役

割
と
機
襲
高
め
・
従
来
の
国
王
権
に
取
ぞ
か
わ
る
封
建
国
家
の
公
権
力
の
役
割
馨
し
て
い
た
局
面
を
欝
し
た
恥

　
さ
て
反
乱
中
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
活
動
は
当
然
王
派
の
一
時
的
後
退
、
そ
の
後
の
復
権
の
動
き
や
、
改
革
派
大
貴
族
の
一
時
的
進
出
、
そ
の
後

の
後
退
な
ど
の
動
き
に
照
応
し
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
三
段
階
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
e
ま
ず
＝
一
五
八
年
春
か
ら
六

〇
年
春
ま
で
（
改
革
当
初
期
）
。
改
革
派
大
貴
族
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
項
を
始
め
と
す
る
改
革
計
画
を
作
成
し
、
地
方
巡
回
裁
判
な
ど
に
よ

っ
て
計
画
を
実
行
し
て
ゆ
く
。
一
方
、
尾
側
は
改
箪
条
項
に
宣
誓
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
国
璽
す
ら
自
由
に
は
で
き
な
い
。
⇔
次
い
で
一
二
六
〇

年
夏
か
ら
六
一
年
春
ま
で
（
王
の
勢
力
回
復
期
）
。
カ
ウ
ン
シ
ル
内
の
大
貴
族
の
不
和
な
ど
も
手
伝
っ
て
王
は
勢
力
を
も
り
か
え
し
、
特
に
シ

モ
ン
の
ロ
ン
ド
ン
籠
城
事
件
の
後
、
カ
ウ
ン
シ
ル
に
奪
わ
れ
て
い
た
諸
権
限
を
公
然
と
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
⇔
最
後
に
一
二
六
一
年
春
か
ら

六
四
年
初
め
ま
で
（
両
派
の
追
贈
的
対
立
期
）
。
小
康
状
態
の
後
、
一
二
六
三
年
夏
か
ら
の
シ
モ
ン
ら
の
武
力
に
よ
る
条
項
遵
守
運
動
と
、
王

弟
リ
チ
ャ
ー
ド
ら
に
よ
る
仏
王
ル
イ
と
の
秘
密
交
渉
な
ど
の
王
難
の
復
権
活
動
と
の
対
立
か
ら
、
一
二
六
四
年
一
月
の
ア
ミ
ア
ン
裁
定
へ
の
時

期
。
こ
の
時
期
に
到
る
と
カ
ウ
ン
シ
ル
は
そ
の
構
成
に
つ
い
て
原
型
を
留
め
な
い
ほ
ど
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
以
下
こ
れ
ら
各
期
に
お
け
る
カ
ウ
ン
シ
ル
の
機
能
を
示
す
史
料
を
選
び
出
す
。
ま
ず
O
の
時
期
で
は
、
一
、
地
方
の
不
満
調
査
の
命
令
、
二
、

　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

改
革
へ
の
王
の
同
意
（
以
上
一
二
五
八
年
）
、
三
、
大
貴
族
に
よ
る
改
革
の
布
告
（
一
二
五
九
年
）
、
四
、
王
か
ら
最
高
司
法
官
へ
の
手
紙
、
五
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

王
か
ら
各
州
シ
ェ
リ
フ
へ
の
命
令
（
以
上
一
二
六
〇
年
）
を
選
ぶ
。
次
い
で
⇔
の
時
期
で
は
、
六
、
シ
モ
ン
の
裁
判
記
録
（
一
二
六
〇
年
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

七
、
王
の
不
満
に
対
す
る
カ
ウ
ン
シ
ル
の
応
答
（
一
二
六
一
年
）
を
選
び
、
さ
ら
に
⇔
の
時
期
で
は
、
八
、
ア
ミ
ア
ン
裁
定
用
資
料
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

王
と
バ
ロ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
不
平
（
一
二
六
四
年
）
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
各
史
料
を
検
討
し
よ
う
。

　
e
改
革
当
初
期
。
一
「
地
方
の
不
満
調
査
の
命
令
」
　
各
州
シ
ェ
リ
フ
が
地
方
改
革
の
一
環
と
し
て
、
不
満
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

出
す
る
相
手
方
と
し
て
カ
ウ
ン
シ
ル
が
登
会
す
る
。
二
「
改
革
へ
の
王
の
同
意
」
　
　
「
カ
ウ
ン
シ
ル
の
金
員
ま
た
は
大
多
数
に
よ
り
制
定
さ
れ
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た
、
ま
た
は
今
後
制
定
さ
れ
る
法
を
遵
守
し
維
持
す
る
こ
と
を
固
く
守
り
誓
う
こ
と
」
を
王
自
身
が
全
臣
下
に
命
じ
て
い
る
。
改
革
条
項
を
議

会
立
法
で
あ
る
制
定
法
と
み
な
し
て
い
る
点
や
、
カ
ウ
ン
シ
ル
に
立
法
機
能
が
あ
る
と
見
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
三
「
大
貴
族
に
よ
る
改

革
の
布
告
」
　
王
や
大
貴
族
ま
た
は
そ
の
下
僕
の
不
正
に
対
し
て
も
調
査
、
匡
正
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
王
が
命
令
す
る
と
い
う
形
式
で

カ
ゥ
ン
シ
ル
が
決
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ウ
ン
シ
ル
は
封
主
・
封
臣
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
策
の
細
目
を
決
定
す
る
と
い
う
任
務
を
果
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
四
「
王
か
ら
最
高
司
法
官
へ
の
手
紙
」
　
「
余
は
こ
の
交
渉
（
仏
と
の
領
土
交
渉
－
一
－
カ
ヅ
コ
内
は
筆
者
。
以
下
同

様
。
）
が
決
裂
す
る
こ
と
も
、
ま
た
現
在
イ
ギ
リ
ス
に
居
る
貴
下
（
最
高
司
法
官
で
王
代
理
）
と
他
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
大
貴
族
と
の
二
君
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
交
渉
中
に
提
案
さ
れ
た
仲
裁
人
と
し
て
、
司
教
と
ピ
ー
タ
ー
と
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
も
望
ま
な
い
。
」
す
な
わ
ち
王
は
カ

ウ
ン
シ
ル
を
私
的
組
織
と
し
て
そ
の
助
言
を
求
め
て
い
る
が
、
結
果
的
に
は
カ
ウ
ン
シ
ル
は
領
土
問
題
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
国
家
を
代
表
す
る

公
的
組
織
と
し
て
も
機
能
し
、
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
助
言
し
同
意
を
与
え
得
る
機
能
を
獲
得
し
て
い
る
と
君
え
よ
う
。
五
「
王
か
ら
各
州
シ

ェ
リ
フ
へ
の
命
令
」
　
シ
モ
ン
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
籠
城
事
件
の
後
、
予
定
さ
れ
て
い
た
巡
回
裁
判
を
延
期
す
る
と
い
う
命
令
を
、
王
と
カ
ウ
ン

シ
ル
の
大
貴
族
と
の
協
議
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
来
私
的
な
封
主
・
封
下
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
に
、
巡
回
裁
判
と
い

う
中
央
権
力
を
介
入
せ
し
め
る
こ
と
を
、
カ
ウ
ン
シ
ル
で
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
の
時

期
の
五
史
料
を
検
討
し
た
結
果
、
　
一
や
五
の
よ
う
に
カ
ウ
ン
シ
ル
が
封
主
・
楚
楚
間
の
諸
問
題
の
た
め
の
中
枢
的
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
史
料
四
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
王
が
カ
ウ
ン
シ
ル
を
私
的
諮
問
機
関
と
み
な
し
て
い
る
か
否
か
に
は
係
り
な
く
、

カ
ウ
ン
シ
ル
は
国
政
の
中
枢
権
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
次
い
で
⇔
王
の
勢
力
回
復
期
に
お
け
る
カ
ウ
ソ
シ
ル
の
機
能
を
検
討
す
る
。
六
「
シ
モ
ン
の
裁
判
記
録
」
　
勢
力
回
復
を
狙
う
王
は
条
項
の

規
定
を
無
視
し
て
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
開
催
を
阻
み
、
　
一
方
シ
モ
ン
は
年
三
回
開
催
の
規
定
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
両
老
は
武
力
衝
突
寸
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
立
至
っ
た
が
、
こ
の
史
料
は
衝
突
回
避
の
数
か
月
後
に
開
か
れ
た
シ
モ
ン
を
被
告
と
す
る
裁
判
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
改
革
条
項
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

カ
ウ
ン
シ
ル
、
そ
の
助
言
機
能
に
就
い
て
の
王
と
シ
モ
ン
と
の
把
握
の
相
違
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
把
握
の
相
違
は
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
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機
能
が
従
来
の
私
的
性
格
と
は
別
に
公
的
性
格
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
裁
判
の
結
果
シ
モ
ン
は
無
罪
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
カ
ゥ
ソ
シ
ル
が
国
家
統
治
権
力
と
し
て
・
従
来
の
社
会
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
魎
窺
実
に
示
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
・
七

「
王
の
不
満
に
対
す
る
カ
ウ
ン
シ
ル
の
応
答
」
　
一
二
六
〇
年
式
の
シ
モ
ン
の
裁
判
以
後
カ
ウ
ン
シ
ル
の
召
集
も
稀
と
な
り
、
一
二
六
一
年
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

め
か
ら
王
が
一
連
の
反
改
革
活
動
を
敢
行
す
る
中
で
、
カ
ウ
ソ
シ
ル
に
対
し
て
不
平
を
並
べ
た
て
、
解
答
さ
せ
て
い
る
。
王
の
不
満
は
例
え
ば

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
最
初
の
臣
従
の
宣
誓
に
も
拘
ら
ず
、
王
か
ら
す
べ
て
の
名
誉
と
、
王
が
本
来
備
え
て
い
る
威
厳
と
を
奪
い

　
⑬

…
…
」
と
。
こ
の
よ
う
に
本
来
王
の
手
に
あ
っ
た
権
限
を
カ
ウ
ソ
シ
ル
が
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
非
難
は
、
こ
の
反
乱
中
に
王
権
力
の
一
部

が
カ
ウ
ン
シ
ル
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
王
の
非
難
を
も
と
に
カ
ウ
ン
シ
ル
が
果
し
て
い
た
国
政
上
の
機
能
を
列
挙
す

れ
ば
、
外
交
政
策
の
助
…
冨
、
王
の
負
債
の
返
済
、
裁
糊
、
王
の
ベ
イ
リ
フ
の
任
命
、
大
法
官
や
財
務
府
長
官
の
任
免
、
カ
ゥ
ン
シ
ル
の
開
催
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

王
の
側
近
役
人
の
任
免
、
王
璽
の
支
配
、
王
の
も
つ
後
見
権
の
管
理
、
王
の
も
つ
結
婚
税
の
売
却
、
シ
ェ
リ
フ
選
出
方
法
の
決
定
、
王
役
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

懲
罰
、
国
内
治
安
の
維
持
な
ど
と
な
る
。
ま
た
王
が
自
ら
、
改
革
に
同
意
し
カ
ウ
ン
シ
ル
へ
の
権
限
の
一
部
委
譲
を
認
め
た
条
文
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
機
能
の
中
に
は
立
法
権
こ
そ
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
司
法
、
行
政
の
全
般
に
及
ん
で
お
り
、
王
自
身
は
私
的
機
関
と
し
て
利
用
し
よ
う

と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
カ
ウ
ン
シ
ル
は
、
王
個
人
の
恣
意
か
ら
離
れ
て
公
的
中
央
権
力
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
。
し

か
も
こ
れ
ら
の
機
能
が
大
部
分
改
革
条
項
で
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
乱
前
に
お
け
る
貴
族
階
級
内
の
支
配
を

め
ぐ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
べ
く
登
場
し
た
カ
ウ
ン
シ
ル
が
、
中
央
権
力
と
し
て
の
国
王
権
の
改
善
と
い
う
任
務
を
果
し
得
て
い
た
こ
と
を
示

す
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
史
料
六
で
は
カ
ウ
ン
シ
ル
が
公
権
力
的
性
格
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
史
料
七
で
は
カ
ゥ
ン

シ
ル
の
公
権
力
の
…
機
能
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
⇔
全
面
的
対
立
期
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
八
「
ア
ミ
ア
ン
裁
定
用
の
資
料
」
　
＝
一
六
三
年
夏
、
シ
モ
ン
は
武

力
で
一
派
を
ね
じ
伏
せ
、
改
革
条
項
遵
守
を
迫
っ
た
。
し
か
し
カ
ウ
ソ
シ
ル
に
結
集
し
て
い
た
大
貴
族
内
部
の
分
裂
な
ど
に
よ
っ
て
、
支
配
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

貫
徹
し
得
ず
、
改
革
体
捌
の
正
当
性
を
京
王
ル
イ
九
世
の
裁
定
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
王
と
大
貴
族
と
が
そ
れ
ぞ
れ
仏
王
に
提
繊
し
た
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資
料
で
あ
る
。
王
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
は
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
王
の
立
場
の
変
化
に
就
い
て
の
不
平
で
あ
り
、
王
の
権
力
を
「
奪
っ
た
」

カ
ウ
ン
シ
ル
の
国
政
上
の
機
能
を
物
語
る
。
王
の
不
平
の
内
容
は
、
従
来
王
が
任
免
権
を
持
ち
、
王
の
権
利
を
守
る
は
ず
の
カ
ウ
ン
シ
ル
員
や

最
高
司
法
官
が
、
改
革
の
結
果
、
カ
ウ
ン
シ
ル
で
の
選
挙
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
し
か
も
王
の
権
利
を
守
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
改
革
に
よ
る
国
政
上
の
諸
変
化
を
裏
書
き
す
る
。
一
方
改
革
派
大
貴
族
の
提
出
し
た
史
料
は
、
国
王
が
改
革
提
案
に

同
意
し
た
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
国
内
改
革
の
必
要
性
を
個
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
問
題
の
根
本
的
な
解

決
策
と
し
て
・
カ
ゥ
ン
シ
ル
員
や
そ
の
他
の
役
人
に
対
す
る
任
免
権
を
カ
ゥ
ン
シ
ル
に
移
す
こ
と
塞
げ
て
い
鱗

　
こ
う
し
て
⇔
の
時
期
に
上
る
と
、
王
の
不
満
は
カ
ウ
ン
シ
ル
が
王
の
手
か
ら
園
政
上
の
諸
権
限
を
奪
取
し
た
と
い
う
点
に
集
中
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
反
乱
期
を
通
じ
て
、
カ
ウ
ン
シ
ル
が
封
建
国
家
の
公
権
力
を
実
質
的
に
掌
握
す
る
と
同
時
に
、
従
来
の
王
権
の
個
人
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

恣
意
的
性
格
か
ら
脱
皮
し
て
非
人
格
的
な
権
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
雷
え
よ
う
。
し
か
し
カ
ウ
ン
シ
ル
が
獲
得
し
た
封
建
国
家
権
力

が
公
的
権
力
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
す
以
上
、
カ
ウ
ン
シ
ル
は
封
建
国
家
を
構
成
す
る
諸
集
団
の
特
殊
利
害
を
調
整
し
、
そ
の
国
家
の
支
配
階
級

の
共
通
利
益
を
守
る
と
い
う
任
務
藁
さ
ね
ば
な
ら
な
恥
そ
こ
で
以
下
ご
あ
任
禁
ウ
・
ス
ト
ミ
ソ
ス
タ
：
条
項
な
ど
の
改
革
計
画
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
他
の
史
料
な
ど
か
ら
、
そ
の
計
画
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
か
を
見
極
め

る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
上
述
し
た
封
建
国
家
の
支
配
階
級
は
当
該
段
階
で
は
大
貴
族
と
中
小
貴
族
で
あ
り
、

彼
ら
の
共
通
利
害
と
は
封
建
的
生
産
様
式
の
維
持
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
当
面
は
大
貴
族
が
カ
ウ
ン
シ
ル
の
実
権
を
掌
握
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
改
革
計
画
に
お
い
て
は
、
大
貴
族
、
中
小
貴
族
各
々
の
特
殊
利
害
は
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
二
五
八
年
か
ら
五

九
年
に
か
け
て
カ
ウ
ン
シ
ル
に
お
い
て
大
貴
族
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
改
革
条
項
に
よ
れ
ば
、
中
小
貴
族
に
不
利
と
な
る
よ
う
な
新
た
な
出
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

義
務
は
課
さ
な
い
こ
と
、
不
当
な
差
押
え
は
厳
禁
さ
れ
る
こ
と
、
梱
続
権
保
蒋
者
の
権
利
を
侵
す
よ
う
な
後
見
権
の
乱
用
を
禁
ず
る
こ
と
な
ど
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が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
素
雪
・
中
小
貴
族
の
不
満
に
対
す
る
配
慮
は
一
応
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
封
主
・
大
貴
族
の
利
益
保
護
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
小
貴
族
保
護
を
規
定
し
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
に
お
い
て
も
、
自
己
の
封
臣
へ

の
差
押
え
に
関
す
る
薪
穫
附
記
に
保
証
さ
れ
て
い
勉
さ
ら
に
別
の
条
薯
お
い
て
カ
ウ
ン
シ
ル
は
・
改
革
の
実
施
に
よ
・
て
封
芋
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

貴
族
の
特
権
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
を
改
革
計
画
へ
加
え
た
。
ま
た
中
小
貴
族
の
不
満
を
解
決
す
る
た
め
の
地
方
巡
回
裁
判

が
・
大
貴
族
の
領
内
で
の
葎
叢
扱
・
た
例
は
少
な
い
と
い
聴

　
す
な
わ
ち
改
革
条
項
が
十
分
に
実
施
さ
れ
、
カ
ゥ
ン
シ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
調
整
し
、
共
通
利
益
を
守
る
べ
き
第
三
者
的
機
関
と
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
大
貴
族
の
利
益
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
貴
族
と
し
て
は
、
改
革
計
画
を
ふ
み
に
じ
り
、
カ
ウ
ゾ
シ
ル
権
力
の
介

入
を
阻
止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
貴
族
は
こ
う
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
り
な
が
ら
も
、

な
ぜ
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
の
封
建
国
家
権
力
化
を
お
し
進
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
本
章
で
は
、
改
革
に
よ
っ
て
成
立

し
た
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
が
、
封
建
国
家
の
公
権
力
と
し
て
の
性
格
を
備
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
、
カ
ウ
ン
シ
ル
自
身
の
活
動
を
示
す
史

料
を
も
と
に
論
証
し
た
。
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
の
封
建
国
家
権
力
へ
の
転
化
を
示
す
指
標
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
支
配
階
級
の
共
通
利
害
を
守
る

と
い
う
任
務
を
ど
の
程
度
遂
行
し
得
た
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
当
時
の
支
配
階
級
の
経
済
的
、
社
会
的
側
面
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

上
記
の
設
問
に
対
す
る
解
答
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
①
　
零
．
o
っ
ε
び
σ
9
。
脳
内
ミ
G
§
笥
ミ
裳
民
帖
§
ミ
ミ
亀
ミ
黛
ミ
尊
叢
§
ミ
」
ω
a
巴
‘
H
押
　
　
　
　
聴
ミ
駄
ミ
望
薄
喧
三
焦
斎
殿
建
ミ
糺
ミ
馬
糞
塾
、
算
胃
。
＝
ω
Q
Q
o
ユ
①
ρ
一
Q
。
り
ω
噂
一
馨
δ
■

○
義
o
a
㍉
。
。
。
。
ρ
℃
ワ
。
。
O
ゲ
合
U
p
偽
§
無
9
ミ
鷺
蚕
り
夢
a
圏
℃
ち
お
（
お
①
①
）
’

　
℃
や
ω
碧
。
。
℃
○
。
お
り
ω
㊤
Q
。
・
　
ま
た
森
岡
敬
一
郎
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
研
究
に

　
つ
い
て
の
二
、
三
の
覚
書
ω
」
、
『
史
学
』
三
穴
－
一
、
｝
九
六
三
年
目
九
五
一
一

〇
一
頁
。
城
戸
毅
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
議
制
と
議
会
制
」
、
『
岩
波
講
座
世
界

　
歴
史
』
第
一
一
巻
、
｝
七
一
一
ご
一
頁
参
照
。

②
　
蜀
ン
＜
9
竃
巴
飴
屋
含
9
二
口
恥
8
噛
、
§
ミ
ミ
恥
、
ミ
N
ミ
ミ
§
馬
ぎ
ミ
§
ミ
き
動
㍗

　
§
厭
蕊
§
、
§
、
書
琶
§
耐
－
自
恕
導
亀
ミ
勲
葱
O
ミ
ミ
黛
§
、
ぎ
§
鳩
嘆
－
§
ミ

小
山
貞
夫
訳
『
イ
ギ
リ
ス
の
初
期
議
会
』
、
掌
文
社
、
　
一
九
六
九
年
、
五
－
二
七

頁
。

③
国
謹
三
自
ロ
ω
o
戸
の
ミ
ミ
禽
凡
噛
ミ
ぎ
q
§
恥
ミ
ミ
帖
§
合
、
ミ
無
。
謎
9
妹
ぎ
↓
ミ
び

鷺
§
ミ
§
ミ
ぎ
簡
ミ
萄
§
ミ
○
馬
ミ
N
ミ
簿
勲
》
目
p
ご
。
げ
⑦
ω
審
罫
這
ω
ご
U
9
噛
G
§
肋
ミ
苧

　
欺
§
ミ
ミ
無
。
蓮
ミ
さ
ミ
塁
ミ
肉
薦
N
§
蚤
く
。
一
．
目
欝
凝
押
↓
δ
葺
P
一
漣
Q
。
．

　
同
8
。
。
…
U
P
女
亭
α
Q
H
一
答
勺
。
§
一
8
ρ
昌
山
娼
。
一
a
o
卿
¢
。
器
o
h
窪
。
昌
瓢
「
富
魯
夢

雪
山
男
8
ユ
①
石
弓
O
魯
欝
ユ
Φ
q
・
帽
恕
§
さ
ミ
♪
×
×
×
’
お
⊆
η
ρ
℃
や
心
ρ
隠
。
。
「
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④
　
踏
．
ρ
濁
8
げ
9
ゆ
a
㎝
o
p
臼
O
．
ρ
ω
麟
冤
一
窃
”
㌧
合
ミ
ミ
ミ
§
馬
ミ
ミ
O
鳶
ミ
O
o
§
＆
歳

　
§
§
ミ
ミ
ミ
肉
壽
㎏
ミ
ミ
凹
い
。
昌
O
o
P
お
曾
9

⑤
b
ご
．
≦
道
内
ぎ
8
p
9
ミ
龍
恥
§
§
馬
G
§
偽
ミ
ミ
§
一
ミ
ミ
無
。
遵
魑
℃
ワ
頴
凸
ρ

　
H
O
Q
Q
闇
H
同
O
l
鮒
掃
刈
心
．

⑥
き
ミ
；
℃
娼
．
お
？
①
弘
。
。
O
ふ
噛

⑦
N
ミ
織
．
管
℃
や
目
。
。
O
凸
■
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
は
「
．
ハ
ロ
ン
の
請
願
」
に
は
カ
ゥ
ン

　
シ
ル
に
よ
る
統
治
の
理
念
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
反
乱
全
体

　
の
意
義
を
過
少
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
は
そ
の
目
的
も
、
成
立
事
情

　
も
請
願
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
改
革
計
画
を
探
る
史
料
と
し
て
は
不
適
当
で
あ

　
る
。

⑧
蜜
。
ぎ
乙
6
・
9
帰
卿
ω
p
覧
。
。
。
’
o
》
ミ
；
℃
Ψ
メ
ミ
．

⑨
奪
ミ
‘
℃
℃
■
卜
。
ど
ω
野

⑩
N
ミ
3
署
し
ρ
ω
郵
例
え
ば
彼
ら
は
オ
ク
ス
フ
ォ
…
ド
条
項
の
条
文
が
裁
判

　
関
連
事
項
を
多
く
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
法
廷
で
あ
る
と
結

　
論
し
て
い
る
が
、
法
的
表
現
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
裁
判
の
み
が
そ
の

　
任
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

⑪
H
男
切
p
置
鼠
p
§
馬
ミ
薦
．
⑦
9
§
職
こ
壽
尊
軋
ミ
ミ
駄
ミ
ミ
覧
面
恥
ミ
ミ
ミ
恥

　
」
艶
9
0
蔦
o
a
．
お
同
ω
り
℃
や
δ
1
ω
①
カ
ゥ
ソ
シ
ル
発
展
の
五
段
階
は
次
の
と
お

　
り
。
O
王
の
朱
成
年
時
代
（
コ
コ
六
－
三
四
年
）
昌
口
親
政
開
始
期
（
ご
一
三
四

　
一
五
八
年
）
鱒
．
ハ
ロ
ン
反
乱
期
（
＝
　
五
八
一
六
五
年
）
㈲
復
古
期
（
＝
エ
ハ
五

　
i
七
二
年
）
㈲
三
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
（
一
二
七
ニ
ー
＝
二
〇
七
年
）
。

⑫
野
嵐
乱
p
愚
．
ミ
‘
毛
．
ω
①
’
。
。
ω
顧

⑱
。
h
渾
舅
℃
9
急
。
冨
暫
ミ
誌
導
鳶
遂
N
鳶
ミ
ミ
ト
ミ
駄
慾
望
ミ
鼻
○
改
。
員

　
お
ミ
層
や
8
。
。
…
U
o
‘
§
恥
§
ミ
§
§
G
§
馬
畿
鳶
．
唱
や
器
ム
”
ω
ホ
ー
ρ

⑭
人
事
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
…
チ
に
よ
っ
て
、
バ
ロ
ン
の
改
革
を
過
少
評
価
し
た
例

　
は
T
・
F
・
タ
ゥ
ト
に
も
み
ら
れ
る
。
目
じ
・
同
。
暮
「
G
ぎ
黛
ミ
防
§
臥
ぎ
』
載
ミ
簿
－

　
馬
い
馬
§
嵩
§
下
絵
Q
遂
鳴
き
ミ
ミ
迷
闇
奪
碗
N
§
ミ
、
窯
僻
昌
。
げ
Φ
。
陪
8
さ
巳
N
ρ
〈
o
ド
押

　
唱
喝
．
卜
。
お
山
人
。
㊤
Φ
凸
O
響
く
。
一
■
H
H
．
喝
℃
．
置
α
占
鐙
．
な
お
人
事
で
は
な
く
機
能
を
重

　
視
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
佐
藤
准
＝
氏
の
興
味
深
い
論
稿
が
あ
る
。
同
「
室
町
暮

　
府
論
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
、
第
七
巻
、
一
九
穴
三
年
目
二
八
頁
。

⑯
男
昇
℃
9
く
三
ハ
①
卿
国
■
¢
男
同
旨
。
巴
．
▼
鼠
§
き
8
瀞
焦
専
蝋
馬
蓉
9
苧

　
韓
ミ
。
堕
讐
尉
。
ロ
α
o
P
H
㊤
①
鮒
℃
や
轟
O
b
σ
f
メ

⑯
　
カ
ゥ
ソ
シ
ル
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
次
の
論
稿
を
参
照
。
し
ご
巴
傷
鼠
戸
愚
。

　
職
面
こ
や
㎝
ω
“
Φ
凸
ρ
ω
ρ
≦
o
。
c
℃
o
α
■
”
切
ミ
ミ
馬
6
蕊
塁
§
¢
戸
0
8
β
詳
。
隔

　
き
§
偽
”
回
し
目
ミ
竃
ド
ω
O
一
α
O
コ
ω
O
O
圃
①
陸
団
噛
く
O
一
。
斎
い
O
P
鳥
O
鈍
H
り
ω
ρ
℃
」
×
く
。
プ
ラ

　
ク
ネ
ッ
ト
著
、
伊
藤
正
己
監
修
『
イ
ギ
リ
ス
法
制
史
』
総
説
磁
器
、
東
大
出
版
会
、

　
一
九
五
九
年
、
　
二
七
一
－
山
ハ
｝
貝
。

⑰
ω
窪
9
昼
愚
■
ミ
こ
思
．
ド
這
歩
島
。
ρ
9

⑱
き
ミ
曹
署
．
二
？
り
乙
o
ρ
刈
9

⑲
き
ミ
こ
℃
℃
L
ω
9
8
匹
。
ρ
ド
ρ

⑳
き
ミ
ニ
竈
■
δ
c
。
蛮
畠
。
。
」
蒔
「

⑳
　
N
窯
猟
b
℃
や
ド
8
山
や
α
o
ρ
b
o
刈
．

⑫
N
守
ミ
‘
℃
や
巳
恥
歯
＝
噛
α
o
o
．
b
。
P

㊥
　
N
ウ
ミ
；
℃
や
ト
の
δ
ー
ト
⊃
ω
P
自
o
o
．
ω
ρ

㊧
き
ミ
”
竈
．
b
。
認
凸
①
8
ユ
。
ρ
。
。
ド

⑮
　
N
男
■
一
網
8
ダ
恥
ミ
ミ
題
篤
“
い
導
鴨
㌧
ミ
ご
阿
蘇
切
轟
こ
巴
ミ
渇
§
憶
ミ
ミ
ミ

　
葡
さ
ミ
款
s
3
0
×
8
a
層
お
ト
。
主
唱
℃
・
罎
1
ω
O
．

⑳
即
男
爵
①
冨
遷
ρ
b
d
ミ
§
ミ
零
§
鼠
涛
書
曳
ミ
噛
ン
臼
磐
。
冨
ω
3
び
お
。
。
N
”

　
℃
や
b
。
お
凸
O
旧
ρ
ω
①
ヨ
0
9
（
汁
H
甲
虫
’
げ
k
国
’
劉
臼
碧
。
σ
）
曽
9
鳩
ヤ
δ
書
§
§
噛
帯

　
誉
乱
臣
や
同
○
。
O
ー
ド

（
＠
　
o
Q
9
巳
葭
μ
o
賢
ミ
こ
℃
℃
．
一
①
Φ
1
8
「
司
教
と
ピ
ー
タ
ー
」
は
仏
王
の
助
言
者
。

⑳
勺
〇
三
宴
p
§
馬
圃
．
ミ
§
§
導
G
§
ミ
ミ
曜
喝
喝
」
窃
①
ム
①
ご
U
。
二
き
壽
恥
導
謡
送

　
H
＝
▼
娼
℃
■
似
ニ
ー
痒
餅

⑳
王
は
カ
ゥ
ソ
シ
ル
を
王
の
利
益
を
図
る
た
め
の
存
在
と
み
な
し
て
い
る
の
に
対
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し
、
シ
モ
ン
は
そ
れ
を
王
の
も
の
で
も
シ
モ
ン
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
実
例
を

　
あ
げ
て
反
論
し
て
い
る
。
ω
窒
血
霞
ω
「
o
》
ミ
‘
℃
や
一
㊤
戯
－
9
お
？
P
卜
⊃
O
軒
α
・

⑳
さ
ミ
噛
畠
。
。
』
ρ
募
」
レ
O
噛
H
N
器
』
み

⑳
甥
①
冨
毎
ρ
。
歴
ミ
‘
罵
．
b
。
㎝
ド
ー
ド

㊥
　
こ
れ
に
就
い
て
は
二
種
の
史
料
が
あ
る
。

　
客
U
魯
げ
。
一
日
－
く
。
薯
σ
Q
冒
．
、
U
o
窪
ヨ
2
富
o
h
夢
㊦
ヒ
d
鴛
。
霧
．
ノ
く
奪
・
話
、
．
噌
郵
鎮
沁
‘

　
メ
U
＜
凱
爪
子
ω
ω
嚇
℃
や
㎝
謁
占
…
戸
男
冒
8
σ
℃
、
．
O
o
ヨ
覧
凱
纂
ω
o
h
餌
窪
曙

　
H
同
H
㊤
σ
q
鉱
篇
け
夢
①
切
霞
9
回
一
帥
一
〇
8
琴
出
ぎ
欝
曾
、
、
閣
鐸
蛍
謁
‘
図
い
押
お
ト
。
①
”

　
噂
や
㎝
象
－
認
’

⑳
ω
碧
9
『
。
。
”
愚
．
職
譜
電
』
回
。
。
－
ゆ
■

⑭
　
♂
ミ
讐
℃
や
鎗
b
。
あ
。

（
⑳
　
き
ミ
帽
b
や
誌
O
も
ω
ρ

⑳
　
き
ミ
‘
娼
や
曽
鱒
一
ρ
b
。
一
Q
。
I
O
’
餌
o
ρ
ω
O
．
〇
一
の
梱
8
b
。
¢

⑳
ぎ
鼠
。
冨
噛
§
恥
§
馬
ミ
§
§
O
§
賎
ミ
メ
葱
．
ド
臼
7
軌
9
日
。
。
ω
…
U
。
‘
き
謎

　
驚
§
送
ミ
層
娼
や
劇
ω
Q
。
1
誌
簡
ホ
ド
…
6
冨
冨
ヨ
p
愚
．
ミ
；
℃
℃
．
q
。
鱒
Q
。
勤
。
。
ω
軒
伊

⑳
　
王
の
不
平
の
史
料
に
就
い
て
は
ト
レ
ハ
ン
の
紹
介
が
あ
る
。
幻
■
閃
目
窪
冨
讐
Φ
”

　
．
．
日
円
窓
冨
Φ
o
｛
｝
三
一
窪
ω
．
、
い
の
ミ
§
湧
§
馳
富
§
恥
§
脳
藁
．
玖
。
養
量
、
c
・
の
§
執
ミ

　
、
o
盤
均
ド
℃
o
§
母
ぎ
噛
。
鐸
ダ
・
鶉
．
宅
．
寓
富
暮
ン
〈
．
〉
■
q
ら
。
昇
一
一
㊦
葺
㌧
○
×
h
o
a
”

　
ド
漣
Q
。
讐
唱
や
b
。
鴇
1
。
。
ρ

⑳
の
器
添
弾
ω
い
愚
．
ミ
こ
電
．
b
。
給
山

⑳
　
王
の
手
か
ら
カ
ゥ
ソ
シ
ル
へ
と
管
轄
が
移
動
し
た
象
限
は
、
大
法
官
や
財
務
府

　
長
官
の
任
免
権
、
シ
ェ
リ
フ
、
下
級
役
人
、
王
城
管
理
者
な
ど
の
任
免
権
、
彼
ら

　
に
よ
る
不
正
を
是
正
す
る
権
限
な
ど
で
あ
る
。

⑳
曽
a
霞
ρ
。
賢
ミ
‘
℃
℃
．
卜
。
㎝
O
も
⑪
。
。
辱
合
9
雪
塑
巳
⑳
」
b
噂
①
』
層
。
。
b
レ
ρ

⑫
　
ナ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ソ
ナ
ー
著
、
成
瀬
治
山
訳
、
　
『
ヨ
ー
ロ
ッ
。
？
一
1
そ
の
歴
史

　
と
精
神
』
、
　
｝
九
七
四
年
、
九
ヨ
頁
。

⑬
　
藤
田
勇
「
國
家
論
の
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
」
、
『
現
代
と
思
想
』
一
八

　
号
、
一
九
七
四
年
、
八
、
一
二
頁
。
同
『
法
と
経
済
の
一
般
理
論
』
、
日
本
評
論

　
社
、
一
九
七
四
年
、
一
一
八
－
九
頁
。

⑭
　
ω
雪
9
満
。
特
ミ
こ
圏
℃
，
同
。
。
o
。
山
a
’
鳥
o
ρ
二
，
〇
一
・
。
．
H
卜
。
ω
■

⑯
き
ミ
層
懇
」
躯
？
8
鳥
。
ρ
H
ピ
9
H
。
。
．

⑳
　
N
ミ
3
や
や
．
H
お
1
伊
鳥
o
o
■
固
同
’
o
轡
ρ

⑰
　
N
ミ
3
℃
や
H
ら
。
Q
。
占
邑
い
画
o
o
．
＝
．
〇
一
噂
ω
馳

⑱
き
ミ
こ
懇
」
。
。
b
。
1
伊
臣
。
。
」
O
．

⑲
　
さ
ミ
こ
弓
℃
■
㊤
o
。
1
ρ
お
の
山
占
嚇
ド
匁
1
ご
翔
噂
一
G
。
o
。
み
の
9
ぢ
8
σ
「

　
鵠
国
富
ミ
§
縛
マ
一
〇
ω
■

沁
書
一
、
§
§
ミ
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三
　
封
建
貴
族
の
共
同
体

　
1
　
＝
二
世
紀
の
封
建
的
土
地
所
有
者
た
ち

　
一
三
世
紀
に
入
っ
て
俄
か
に
頻
繁
に
な
る
騎
士
な
ど
中
小
貴
族
の
中
央
政
府
へ
の
召
喚
や
、
シ
ェ
リ
フ
や
地
方
雌
馬
裁
判
の
陪
審
員
な
ど
地

方
役
入
へ
の
彼
ら
の
就
任
の
増
加
を
、
征
服
後
二
世
紀
近
く
を
経
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
中
小
貴
族
の
経
済
的
地
位
の
前
進
と
結
び
つ
け

て
理
解
し
た
ス
タ
ッ
ブ
ズ
と
そ
の
後
継
者
た
ち
は
、
さ
ら
に
＝
二
世
紀
に
お
け
る
身
分
制
議
会
の
誕
生
な
ど
の
国
制
史
上
の
変
化
を
、
全
体
と



バPソの反乱（朝治）

し
て
の
社
会
経
済
史
上
の
変
化
を
背
景
に
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
征
服
後
、
国
王
直
属
封
臣
で
あ
る
大
貴
族

の
下
級
封
臣
、
特
に
戦
士
と
し
て
の
騎
士
な
ど
の
中
小
貴
族
は
、
軍
役
代
納
金
重
度
に
よ
っ
て
奉
仕
を
金
納
化
さ
れ
、
封
地
再
下
駄
の
進
展
に

乗
じ
て
地
方
に
土
地
を
得
て
定
着
し
、
経
済
的
に
は
一
二
、
二
二
世
紀
の
農
業
や
牧
羊
業
の
好
況
期
に
寓
と
土
地
支
配
を
拡
大
し
、
そ
の
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

地
方
行
政
や
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
け
る
政
治
的
役
割
を
増
大
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
て
成
長
し
た
中
小
貴
族
は
、
大
貴
族
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
に
封
建
貴
族
と
し
て
国
王
に
国
政
改
革
を
迫
り
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
等
の
成
果
を
獲
得
し
た
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
う
し
た
理
解
の
し
か
た
は
我
国
で
も
い
わ
ば
通
説
の
位
置
を
占
め
て
き
た
が
、
い
く
つ
か
の
欠
点
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
批
判

者
の
一
人
で
あ
る
ボ
ス
タ
ン
の
説
を
見
て
み
よ
う
。
ポ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
中
小
貴
族
の
政
治
的
成
長
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
彼
ら
の
土
地
と

窟
の
増
大
は
、
社
会
経
済
史
に
お
い
て
は
全
く
実
証
さ
れ
得
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
一
二
、
コ
ご
世
紀
の
「
農
業
ブ
ー
ム
」
の
時
代
に
お
い

て
は
、
直
営
地
で
の
農
業
経
営
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
て
い
た
大
土
地
所
有
者
・
大
貴
族
は
、
主
と
し
て
直
営
地
を
貸
出
し
た
り
、
貨
幣
地
代

収
取
に
依
存
し
て
い
た
た
め
に
、
ブ
ー
ム
の
利
益
に
与
れ
な
か
っ
た
中
小
土
地
所
有
者
・
中
小
貴
族
の
土
地
を
買
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
す
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、
　
…
方
中
小
土
地
所
有
者
は
経
済
的
優
越
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ポ
ス
タ
ン
に
よ
る
批
判
は
、
通
説
が
封
建
貴
族
令
婿
の
等
質
性
を
重
視
し
過
ぎ
、
封
建
社
会
の
諸
階
層
間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
存
在
を
過
少

評
価
し
て
い
た
点
を
鋭
く
衝
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
ボ
ス
タ
ン
の
説
自
体
に
も
論
理
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
一

三
世
紀
、
各
地
の
特
権
領
に
お
い
て
、
中
小
土
地
所
有
者
の
多
く
が
大
土
地
所
有
者
に
自
分
の
土
地
を
売
却
し
た
例
を
挙
げ
つ
つ
、
当
時
の
経

済
事
情
は
大
土
地
所
有
者
に
」
方
的
に
有
利
で
あ
り
、
中
小
土
地
所
有
老
に
は
｝
方
的
に
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
し

て
大
土
地
所
有
老
と
中
小
土
地
所
有
老
と
の
間
の
利
害
の
対
立
、
さ
ら
に
政
治
的
対
抗
関
係
を
導
き
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ポ
ス
タ
ソ
は
、
ウ

ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
項
に
お
け
る
中
小
土
地
所
有
老
保
護
の
条
文
に
つ
い
て
、
中
小
土
地
所
有
老
自
身
の
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
く
シ
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
大
貴
族
や
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
が
中
小
土
地
所
有
老
救
済
の
た
め
に
挿
入
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
彼
の
論
旨
展
開
に
つ
い
て
、

大
土
地
所
有
者
と
中
小
土
地
所
有
者
と
の
間
の
経
済
的
、
政
治
的
対
抗
関
係
と
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
救
済
と
億
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
解
釈
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し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
ボ
ス
タ
ン
説
の
論
理
矛
盾
は
、
大
土
地
所
有
者
は
一
方
的
に
有
利
で
あ
り
、
中
小
土
地
所
有
老
は
一
方
的

に
不
利
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
設
け
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
彼
の
実
証
の
方
法
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
の
一
つ
は
、
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
中
小
土
地
所
有
老
の
土
地
の
買
収
そ
れ
自
体
は
、
前
老
の
優
越
、
後
者
の
不
利
を
示
す
根
拠
と

は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
直
営
地
経
営
に
関
し
て
ポ
ス
タ
ン
は
、
専
ら
貨
幣
地
代
の
収
取
に
依
存
し
て
い
た
中
小
土
地
所
有

者
の
衰
退
を
見
通
し
て
い
る
が
、
貨
幣
地
代
の
収
取
そ
れ
自
体
は
必
ず
し
も
直
営
地
自
営
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ
ら
封
建
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

土
地
所
有
者
間
の
土
地
売
買
と
、
直
営
地
経
営
と
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
E
・
キ
ン
グ
ら
の
研
究
に
依
り
つ
つ
具
体
的
に
検
討
す
る
。

　
ポ
ス
タ
ン
は
一
三
世
紀
の
大
土
地
所
有
者
が
中
小
土
地
所
有
者
を
犠
牲
に
し
て
領
地
拡
大
を
行
っ
て
い
た
適
例
と
し
て
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
修
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

院
と
そ
の
テ
ナ
ン
ト
と
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
が
、
キ
ン
グ
は
こ
の
関
係
を
よ
り
詳
し
く
調
査
し
た
結
果
、
ボ
ス
タ
ン
説
に
批
判
的
な
結
論
を

ひ
き
だ
し
た
。
キ
ン
グ
は
修
道
院
の
テ
ナ
ン
ト
の
う
ち
史
料
の
豊
富
な
小
バ
ロ
ン
や
黒
土
の
七
家
族
を
選
び
出
し
、
そ
の
う
ち
五
家
族
が
＝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

世
紀
中
に
衰
退
し
て
ゆ
き
、
残
り
二
家
族
が
興
隆
す
る
様
子
を
実
証
し
た
。
衰
退
の
原
因
は
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
か
ら
の
借
金
で
あ
り
、
そ
の
債
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

者
が
回
り
ま
わ
っ
て
修
道
院
長
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
　
一
方
興
隆
す
る
家
族
は
「
勤
勉
さ
で
土
地
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
特
許
状
で
守
っ
た
」

と
言
う
。
こ
の
例
か
ら
キ
ン
グ
は
、
確
か
に
修
道
院
は
近
隣
テ
ナ
ン
ト
か
ら
土
地
を
買
収
し
て
い
た
が
、
テ
ナ
ン
ト
の
土
地
の
総
て
で
は
な
い

こ
と
、
ま
た
テ
ナ
ン
ト
の
事
情
は
様
々
で
あ
り
、
中
に
は
衰
退
す
る
も
の
も
、
興
隆
す
る
も
の
も
あ
っ
て
、
一
概
に
中
小
土
地
所
有
者
が
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

的
に
不
利
で
あ
っ
た
と
は
論
証
で
き
な
い
と
結
論
し
、
「
ボ
ス
タ
ン
の
使
っ
た
史
料
は
切
o
o
犀
。
｛
司
。
＄
で
あ
る
が
、
実
際
の
社
会
生
活
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
記
録
の
外
に
あ
る
」
と
し
て
論
文
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
ば
、
修
道
院
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
に
テ
ナ
ン
ト
の
土
地
を
買
収
さ
せ
た
り
、
テ
ナ
ン
ト
の
中

に
衰
退
す
る
も
の
や
興
隆
す
る
も
の
を
作
り
出
し
た
、
一
二
、
一
三
世
紀
の
農
業
ブ
…
ム
で
あ
り
、
直
営
地
の
革
新
的
経
営
の
意
義
で
あ
る
。

最
近
で
は
E
・
ミ
ラ
ー
や
P
・
D
・
A
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
ら
が
一
二
世
紀
後
半
か
ら
＝
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
を
襲
っ
た
イ
ン
プ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

シ
ョ
ン
と
、
直
営
地
経
営
の
革
新
的
転
換
と
の
関
係
を
実
証
し
て
い
る
が
、
既
に
E
・
A
・
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
は
ハ
ン
ド
レ
ヅ
ド
・
ロ
ル
ズ
の
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分
析
か
ら
、
＝
二
世
紀
に
お
い
て
は
大
土
地
所
有
者
と
い
わ
ず
中
小
土
地
所
有
老
と
い
わ
ず
各
領
主
は
、
農
奴
労
働
力
を
十
分
に
持
つ
典
型
荘

園
の
場
合
は
賦
役
を
強
化
し
、
他
方
そ
れ
が
不
十
分
な
非
典
型
荘
園
の
場
合
に
は
雇
傭
労
働
力
を
使
っ
て
、
領
主
権
を
駆
使
し
つ
つ
直
営
地
の

自
営
に
努
力
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
毎
・
捲
雲
べ
き
」
と
は
・
い
ず
れ
の
場
合
で
も
蓬
野
糞
所
薯
は
自
ら
の
領
主
と
し
て
の

権
利
を
強
化
活
用
し
て
生
産
を
維
持
、
拡
大
し
、
自
ら
の
支
配
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一
二
世
紀
後
半
か
ら
＝
二
世
紀
に

か
け
て
は
・
領
主
は
讐
革
新
を
行
わ
な
け
れ
ば
支
配
階
級
か
ら
没
落
す
る
ほ
ど
の
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
如

　
ス
タ
ッ
ブ
ズ
と
そ
の
後
継
老
た
ち
が
、
中
小
土
地
所
有
者
層
の
興
隆
の
意
義
と
、
封
建
貴
族
層
の
等
質
性
と
を
重
視
し
過
ぎ
た
欠
陥
は
ボ
ス

タ
ン
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
が
、
ボ
ス
タ
ン
は
逆
に
そ
の
異
質
性
を
過
度
に
強
調
し
、
大
土
地
所
有
者
と
中
小
土
地
所
有
者
と
の
経
済
的
な
紺

抗
関
係
を
導
き
出
す
と
い
う
行
き
過
ぎ
を
犯
し
た
。
本
節
で
は
一
般
に
典
型
荘
園
領
主
で
あ
る
大
土
地
所
有
者
と
、
非
典
型
荘
園
領
主
で
あ
る

中
小
土
地
所
有
者
と
が
、
そ
の
所
領
経
営
の
仕
方
な
ど
経
済
的
利
害
に
お
い
て
は
相
違
を
含
み
な
が
ら
も
、
封
建
領
主
と
し
て
の
自
己
を
維
持

す
る
点
で
は
一
致
し
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
封
建
的
支
配
体
制
の
維
持
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
キ
ン
グ
は
次
の
よ

う
に
言
う
。
　
「
当
時
の
大
貴
族
と
同
じ
く
修
道
院
長
は
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
封
建
綱
度
の
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
に
専
心
し
た
。
実
際
こ
の
封

建
制
度
は
儲
る
も
の
で
あ
・
た
の
で
・
大
い
に
維
持
・
活
用
さ
れ
た
」
や

　
2
　
封
主
と
封
臣

　
上
述
し
た
よ
う
に
封
建
社
会
に
お
け
る
軍
事
的
土
地
保
有
体
系
は
、
封
主
か
ら
封
臣
へ
の
土
地
授
与
と
そ
れ
に
対
す
る
封
臣
か
ら
下
主
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

軍
事
奉
仕
を
根
幹
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
体
系
に
お
い
て
は
生
産
手
段
で
あ
る
土
地
の
授
与
と
、
支
配
関
係
で
あ
る
封
主
・
封

臣
関
係
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
前
節
で
は
生
産
関
係
に
お
け
る
封
主
・
大
貴
族
と
封
臣
・
中
小
貴
族
と
の
利
害
の
基
本
的
な
「
致
と
、

部
分
的
な
心
違
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
節
で
は
一
三
世
紀
に
お
け
る
両
者
の
支
配
・
被
支
配
の
関
係
を
検
討
す
る
。

　
封
主
の
封
臣
へ
の
支
配
権
は
、
し
か
し
、
歴
史
的
に
見
て
不
変
の
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
に
お
い
て
こ
れ
を
変
動
さ
せ
た
も
の

は
、
一
つ
は
軍
役
代
納
金
制
度
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
再
下
封
の
進
展
で
あ
る
。
戦
争
が
主
に
大
陸
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
軍
役
代
納
金
制
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度
の
拡
大
と
、
大
貴
族
か
ら
中
小
貴
族
へ
と
何
層
に
も
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
封
地
再
下
馬
の
進
展
に
よ
る
封
土
の
細
分
化
と
は
、
相
侯
っ
て
奉

仕
内
容
を
非
軍
事
的
に
、
ま
た
よ
り
単
純
化
し
て
い
っ
た
。
従
来
こ
の
状
態
は
軍
事
的
土
地
保
有
体
系
の
弱
化
、
解
体
に
向
か
う
方
向
で
の
み

　
　
　
　
　
　
　
⑱

評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
軍
役
代
納
金
制
度
に
せ
よ
再
下
封
に
せ
よ
、
奉
仕
の
単
純
化
に
は
繋
が
る
が
、
こ
の
体
系
そ
の
も
の
の
崩
壊
に

は
馨
ら
な
瞳
従
・
て
一
三
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
・
封
臣
は
聖
主
か
ら
津
料
さ
れ
た
壷
に
関
し
て
は
亭
主
の
裁
判
権
に
服
す
と
い
う
限

り
に
お
い
て
な
お
こ
の
体
系
は
維
持
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
封
主
と
封
臣
と
の
人
的
繋
が
り
は
稀
薄
化
し
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

　
こ
の
繋
が
り
を
維
持
し
、
封
主
の
支
配
権
を
保
証
す
る
も
の
は
、
封
主
に
よ
る
封
臣
へ
の
奉
仕
義
務
の
強
制
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
封
主
に

よ
る
封
駆
の
財
産
へ
の
自
救
的
差
押
え
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
人
的
繋
が
り
が
稀
薄
化
し
て
い
く
な
か
で
、
　
門
封
主
は
封
臣
が
自
分
の
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
否
定
し
な
い
か
と
び
く
び
く
し
て
い
た
」
し
、
　
「
＝
二
世
紀
に
は
封
冊
が
義
務
を
果
さ
な
か
っ
た
揚
馬
で
さ
え
、
封
主
は
封
臣
を
追
い
だ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

力
を
あ
ま
り
持
た
な
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
窮
状
打
開
の
た
め
封
主
は
差
押
え
を
敢
行
す
る
。
そ
の
例
は
二
二
世
紀
の
巡
回

裁
判
記
録
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
H
・
M
・
キ
ャ
ム
に
よ
れ
ば
一
二
七
四
…
五
年
の
巡
回
調
査
に
お
い
て
、
下
級
封
臣
の
問
に
「
差
押

え
に
関
す
る
不
満
が
非
常
に
多
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
E
・
F
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
よ
れ
ば
、
一
二
五
八
一
六
〇
年
の
バ
ロ
ン
反
乱
中
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
る
最
高
司
法
官
の
巡
回
裁
判
記
録
で
も
や
は
り
差
押
え
事
件
が
多
く
、
サ
リ
ー
州
で
は
「
圧
倒
的
多
数
は
各
種
の
O
節
℃
該
。
器
ω
と
呼
ば
れ

る
例
で
・
多
一
は
明
ら
か
に
差
押
え
で
あ
幽
と
い
う
・
し
か
し
こ
う
し
た
強
硬
策
で
は
必
然
的
に
「
シ
モ
ン
が
ガ
ス
〒
二
・
か
ら
報
告
し

て
き
た
よ
う
に
、
過
剰
な
差
押
え
は
す
べ
て
の
戦
争
の
源
」
と
な
る
事
態
を
惹
き
起
す
。

　
封
臣
が
こ
う
し
た
不
当
な
差
押
え
を
避
け
、
ま
た
差
押
え
ら
れ
た
保
有
権
を
回
復
し
得
る
た
め
に
は
、
或
は
逆
に
封
主
が
奉
仕
義
務
を
果
さ

ぬ
封
臣
か
ら
奉
仕
を
取
り
立
て
る
た
め
に
は
、
両
者
は
第
三
者
的
権
力
の
裁
定
に
身
を
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
そ
う
し
た
権
力
の
役
割
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

果
し
て
い
た
巡
回
法
廷
や
王
の
中
央
法
廷
に
お
い
て
、
中
小
貴
族
た
ち
が
主
張
し
た
こ
と
は
、
封
主
の
横
暴
を
取
締
る
と
と
も
に
、
封
臣
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
の
権
利
、
す
な
わ
ち
封
建
的
土
地
保
有
権
の
中
央
権
力
に
よ
る
保
証
の
要
求
で
あ
り
、
　
一
方
大
貴
族
の
反
論
は
、
封
主
と
し
て
封
臣
か
ら
奉
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仕
を
受
け
る
と
い
う
当
然
の
権
利
の
主
張
で
あ
鞠
・
こ
の
こ
と
は
当
番
者
と
も
封
主
・
空
間
の
支
配
関
係
は
維
持
し
た
ま
ま
で
・
そ
の
関

係
の
整
序
を
求
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
両
者
の
私
的
関
係
の
上
に
立
つ
第
三
者
的
権
力
と
し
て
、
公
権
力
的
機
関
が
よ
り
有
効

に
機
能
す
べ
き
こ
と
が
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
集
す
と
い
え
よ
聴
し
か
し
公
権
力
へ
の
期
待
は
密
計
と
豊
穰
と
で
は
・
そ
の
晶
も
・
持

つ
意
義
も
異
っ
て
い
る
。
細
魚
に
と
っ
て
は
土
地
保
有
権
の
確
保
が
第
…
課
題
で
あ
る
が
、
公
権
力
に
よ
る
無
主
・
封
臣
関
係
の
整
序
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
こ
れ
を
確
保
す
る
方
法
以
外
に
も
、
＝
二
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
公
権
力
に
よ
る
直
接
の
承
認
と
い
う
手
段
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て

封
主
は
巡
回
裁
判
記
録
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
封
皮
に
対
す
る
政
治
的
、
経
済
的
な
支
配
権
を
確
保
す
る
こ
と
に
努
め
て
お
り

そ
の
た
め
に
公
権
力
に
よ
る
関
係
の
整
序
は
、
差
押
え
な
ど
の
自
救
療
手
段
に
よ
る
封
主
・
封
臣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
な
し
に
、
封
主
・
大
貴
族
た

る
地
位
を
保
証
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
現
実
的
手
段
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
両
者
は
思
惑
は
異
な
り
な
が
ら
も
公
権
力
確
立
を
必
要

と
す
る
点
で
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
封
建
的
生
産
様
式
の
維
持
と
公
権
力
の
確
立
と
は
申
出
・
大
貴
族
と
幕
臣
・
中
小
貴
族
の
要
求
が
一
致
し
た
点
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ

の
意
味
で
両
者
の
共
通
利
害
で
あ
る
。
公
権
力
の
確
立
は
改
革
条
項
に
よ
る
新
た
な
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
の
設
立
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。
し
か
し

こ
の
権
力
は
両
刃
の
剣
で
あ
っ
た
。
藩
主
・
大
貴
族
に
と
っ
て
封
臣
・
中
小
貴
族
へ
の
支
配
の
維
持
、
強
化
を
保
証
す
る
は
ず
の
カ
ウ
ン
シ
ル

の
権
力
は
、
大
貴
族
の
利
益
や
特
権
を
侵
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
貴
族
は
自
ら
生
き
残
る
た
め
に
、
敢
え
て
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る

道
へ
…
歩
を
踏
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
O
・
目
ρ
甥
ざ
ざ
．
、
b
ご
賃
N
o
鵠
窃
．
．
”
肉
鴫
・
お
二
×
ご
く
各
層
目
O
認
層
℃
唱
・
α
⑦
？
費
切
・
　
　
一
一
一
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ナ
イ
ト
フ
ッ
ド
層
の
拾
頭
と
代
議
制
の
起
源
」
、
『
御

　
男
8
器
7
舘
器
嚇
．
．
磨
6
囚
鼠
α
q
澤
。
。
、
．
嘘
勤
N
蛍
肉
‘
×
×
押
一
漣
伊
唱
℃
■
ト
コ
と
．

②
　
o
っ
2
σ
寓
噂
O
§
角
ミ
ミ
ご
嚇
§
馬
峯
防
§
多
多
プ
巴
ζ
目
H
層
娼
℃
■
屋
『
1
㊤
…
目
冨
｝
冨
ヨ
ρ

　
b
コ
ミ
§
帖
ミ
㌔
、
§
劃
℃
や
H
8
も
“
月
。
耳
噛
O
o
ヨ
5
g
巳
3
ω
層
吋
蛍
肉
‘
メ
く
同
押

　
這
O
b
o
噂
唱
や
o
Q
㊤
1
⑩
伊
　
な
お
城
戸
毅
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
議
澗
と
議
会
倒
」
、

　
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
二
巻
、
一
七
－
一
九
頁
参
照
。

③
中
村
英
勝
『
イ
ギ
リ
ス
議
会
史
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
。
同
二
二
、
一

茶
水
女
大
人
文
科
学
紀
要
』
四
、
　
九
五
三
年
。

④
　
竃
■
鑑
’
℃
g
臼
詳
§
ミ
き
ミ
肉
8
9
§
｝
ミ
ミ
ミ
の
8
ミ
黛
．
い
昆
島
。
戸
冨
謁
噂

　
娼
や
屋
O
I
野
O
P
G
§
さ
腰
見
合
馬
肉
ら
§
ミ
§
国
語
。
蓮
駄
肉
ミ
愚
魯
b
3
昌
侮
＆
‘

　
ち
①
①
・
〈
〇
一
．
ど
℃
や
＄
N
ふ
．
な
お
佐
藤
伊
久
男
「
中
世
英
園
農
業
史
研
究
の
一

　
動
向
」
、
『
西
洋
史
研
究
』
一
〇
・
＝
合
併
号
、
一
九
六
八
年
、
八
六
－
七
頁
参

　
照
。
ポ
ス
タ
ソ
と
同
様
の
見
解
は
佐
藤
氏
に
も
み
ら
れ
る
。
同
「
貴
族
に
よ
る
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『
政
治
的
改
革
』
遅
動
あ
織
…
造
」
、
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
の
研
究
』
、
山
班
出
版

　
社
、
　
九
七
〇
年
所
収
。

⑤
　
勺
。
ω
鼠
P
肉
h
§
§
甦
ミ
ミ
恥
g
一
同
ミ
噂
b
・
一
①
㎝
．

⑥
即
域
ぎ
σ
Q
▼
ピ
霞
α
q
。
昌
山
ω
算
勘
｝
ピ
暮
O
o
乏
図
嚢
ω
ぎ
↓
誓
＃
o
引
け
7
6
雪
ε
曙

　
国
昌
σ
Q
ご
鵠
ρ
℃
験
W
粋
℃
寒
い
§
さ
累
。
．
ミ
’
お
8
噛
U
o
‘
℃
ミ
ミ
窃
ミ
雲
恕
鼠
客
遷
噛

　
さ
ぎ
虹
と
P
O
騨
ヨ
げ
ユ
α
σ
q
ρ
同
㊤
蕊
■

⑦
　
℃
9
訂
P
鵜
8
起
。
畢
健
ミ
佃
乱
切
ミ
紺
骨
「
や
δ
P

⑧
昏
品
’
、
．
い
脚
＆
9
苺
Φ
屡
．
．
噛
℃
℃
■
b
。
刈
1
も
。
同
．
ω
b
。
ム
合
O
p
ヤ
ミ
ミ
ぴ
ミ
ミ
恕
嵐
客
遷
り

　
℃
や
G
。
刈
－
紹
．

⑨
囚
ぎ
σ
q
”
．
、
ピ
睾
α
o
埼
ま
目
俄
．
℃
や
愈
9

⑩
　
H
げ
銭
■
”
娼
や
ω
。
。
噂
幽
Q
。
I
P
O
O
嚇
℃
⑦
叶
霞
ω
鷲
融
o
a
鴨
9
、
碍
ミ
偽
ミ
き
偽
奪
碇
§
勘

　
㌧
§
、
ミ
犠
ミ
§
野
り
。
コ
山
9
ρ
噛
目
㊤
①
メ
や
戸
O
「

⑪
ヨ
品
－
．
．
冨
＆
9
毒
Φ
窃
．
．
噂
や
㎝
P

⑫
即
鼠
葺
の
ひ
国
品
5
民
ぎ
3
㊦
這
夢
ρ
言
お
夢
O
酵
素
旨
ω
脚
』
ざ
国
8
－

　
き
巨
。
0
9
旨
p
。
。
け
～
噂
穿
。
や
§
、
§
零
軌
§
曙
肉
§
§
（
以
下
野
．
蛍
勘
．
と
略

　
記
）
b
。
昌
α
ω
Φ
お
×
×
H
＜
胃
炎
ρ
一
’
お
噴
ご
勺
．
∪
梱
》
■
四
聖
く
①
ざ
目
一
6
国
p
屯
一
ω
げ

　
H
コ
め
鋤
江
9
帰
o
h
＝
◎
◎
O
I
詰
N
O
輸
勺
巳
馬
知
℃
噛
、
戦
馬
ミ
㌧
リ
メ
旨
い
巳
刈
ω
一
】
）
ρ
匂
8
7
⑦
勺
首
。

　
菊
。
房
磐
α
普
。
諺
Q
o
冥
暮
一
〇
一
冒
9
U
①
彗
窃
器
蜀
貴
ヨ
ぎ
σ
q
営
μ
同
ロ
σ
q
冨
μ
◎
h
9

　
駕
・
肉
‘
卜
。
二
創
。
・
Φ
同
ご
メ
メ
＜
H
出
戸
O
録
9
ミ
ラ
ー
は
大
土
地
所
有
老
で
あ
れ
中
小
土

　
地
所
有
者
で
あ
れ
領
主
は
、
鷹
営
地
経
営
を
革
新
し
て
い
た
こ
と
を
、
ウ
ィ
ン
チ

　
ェ
ス
タ
ー
司
教
領
に
つ
い
て
示
し
、
ボ
ス
タ
ソ
の
言
う
中
小
領
主
の
漉
営
地
貸
し

　
出
し
、
貨
幣
地
代
依
存
論
を
批
判
し
た
。
ま
た
ハ
ー
ヴ
エ
イ
は
直
営
地
自
営
策
の

　
採
用
・
不
採
用
は
、
領
地
の
大
き
さ
に
は
闘
係
し
な
い
と
言
う
。

⑭
　

一
二
七
九
年
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ル
ズ
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
土
地
所
有
者
の

　
領
地
ぽ
ど
農
奴
保
有
地
は
広
く
、
従
っ
て
賦
役
の
調
達
は
た
や
す
い
が
、
中
小
土

　
地
所
胸
者
の
領
地
で
は
農
奴
保
有
地
の
割
合
は
低
く
、
賦
役
よ
り
も
貨
幣
地
代
に

　
依
存
す
る
割
合
が
高
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
中
小
土
地
所
有
者
は
自
営
を
放

　
棄
す
る
ど
こ
ろ
か
、
雇
用
労
働
力
に
よ
っ
て
直
営
地
自
営
を
行
っ
て
い
た
。
例
え

　
ば
調
査
に
参
舶
し
た
陪
審
員
で
あ
る
中
小
土
地
所
有
者
た
ち
七
五
人
の
領
地
の
内

　
訳
は
、
恒
営
耕
地
四
三
％
、
自
由
保
有
地
三
六
％
、
農
奴
保
有
地
二
一
％
で
あ

　
り
、
農
奴
賦
役
が
期
待
で
き
な
い
割
に
は
直
営
地
の
率
は
高
い
。
　
国
・
》
・
囚
。
甲

　
窪
窪
ω
げ
ざ
砺
ミ
ミ
題
§
鳳
訪
恥
這
恥
§
蔑
ミ
胆
ミ
無
。
蔓
ミ
騨
碗
N
合
噛
ミ
き
一
書
↓
ミ
塗

　
鳳
§
い
ミ
G
§
ミ
遂
噛
○
義
o
a
噛
お
ま
■
唱
や
謡
。
。
1
①
O
”
謡
①
…
U
o
こ
ω
頸
く
一
8
ω
ρ
コ
α

　
冨
9
δ
図
図
。
耳
切
ぎ
菩
①
乙
伴
げ
O
魯
9
蔓
”
鳴
9
郎
葡
‘
＜
■
望
。
．
鱒
δ
ω
ρ
秦

　
玄
竜
訳
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
地
代
の
展
開
』
、
未
来
社
、
　
一
九
穴
○
年
、
五
〇
一
一

　
頁
。
労
働
力
調
達
に
つ
い
て
は
開
言
α
q
層
勺
。
冨
筈
。
δ
ロ
α
q
汀
諺
σ
σ
①
ざ
℃
や
H
8
ふ
・

　
置
α
占
■
封
建
的
雇
傭
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
岡
田
与
好
『
イ
ギ
リ
ス
初
期
労
働

　
立
法
の
歴
史
的
展
開
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
二
〇
1
二
三
頁
。

⑭
匹
昌
σ
q
噛
ミ
ミ
ぴ
ミ
§
恕
§
ウ
§
竈
■
旨
①
も

⑯
奪
ミ
噛
署
6
《
H
a
ふ
．

⑯
　
封
主
∴
封
臣
の
一
般
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
論
稿
を
参
照
。
　
鎧
．
男
。
≦
7

　
0
評
。
．
』
爲
ミ
会
透
O
ミ
蔚
ミ
帖
§
帆
嚇
N
さ
ミ
遷
ミ
曽
N
曳
§
蚤
○
駄
。
巳
層
ド
㊤
Φ
館
H
■

　
9
ω
磐
α
無
ω
㌔
専
幅
ミ
ミ
藁
ミ
題
長
い
ミ
ミ
聴
§
肉
鳶
曳
§
ミ
嚇
○
覧
o
a
匂
お
零
●

　
森
岡
敬
一
郎
「
艮
ρ
㈹
p
夢
O
p
昏
螢
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
（
続
二
）
」
『
史
学
駈

　
四
二
一
三
、
一
九
七
一
年
。

⑰
森
岡
敬
一
郎
門
冨
p
G
q
冨
O
霞
3
と
第
二
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
租
税
制
度
」
『
西

　
洋
史
学
』
八
八
、
一
九
七
二
年
◎
閑
ぎ
σ
頃
”
℃
恥
§
曾
δ
蕊
喬
箆
ぴ
ぴ
遷
讐
噂
や
㎝
o
。
1
ρ

⑯
　
例
え
ば
、
堀
米
庸
三
『
西
洋
中
世
世
界
の
崩
壊
』
、
岩
波
書
店
、
　
…
九
五
八
年
、

　
九
三
－
四
頁
。

⑲
佐
藤
伊
久
男
「
～
二
、
一
三
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
国
イ
ギ
リ
ス
」
、
『
岩

　
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
一
〇
巻
、
二
四
四
一
七
頁
。
山
田
欣
吾
「
領
邦
国
家
と
領

　
主
制
扁
、
『
社
ム
冨
経
済
山
人
学
』
一
嵩
O
I
よ
エ
・
閃
一
、
　
一
九
⊥
ハ
五
年
、
　
四
〇
百
ハ
。

⑳
野
℃
。
ぎ
。
げ
卿
哨
，
タ
「
レ
雪
げ
巨
5
駿
§
δ
．
像
費
鷺
旨
ト
ミ
q
b
巳
巴
‘

　
6
9
旨
旨
ぼ
σ
q
①
噛
同
。
。
O
◎
◎
讐
く
。
ド
H
摂
℃
■
冨
伊
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⑳
　
N
窯
3
＜
〇
一
．
押
や
ω
α
b
。
．

⑫
　
き
ミ
帽
く
。
一
マ
一
、
℃
．
ω
器
層
o
h
．
唱
．
ω
盟
■

⑬
　
国
．
フ
β
O
㊤
β
奪
ミ
ミ
ミ
ミ
周
恥
国
曲
§
ミ
ミ
謁
。
、
ず
い
o
p
岱
o
P
ち
8
、
娼
℃
．

　
Q
Q
ω
一
伊

⑳
国
舅
．
冒
8
σ
噂
葡
無
ミ
ミ
§
ミ
笥
魯
馬
ミ
§
噛
や
戴
・
。
｛
・
む
．
c
。
G
。
”
。
。
み

⑳
き
ミ
こ
や
㎝
蒔
。
や
娼
唱
■
勲
・
戸
8
占
ド

⑯
　
月
．
鳴
■
↓
．
℃
巨
。
ズ
昌
。
露
四
丁
轟
軌
亀
ミ
凡
§
魚
肉
へ
ぎ
ミ
“
押
ワ
q
Q
。
．

⑳
　
冒
8
ρ
o
賢
ミ
こ
℃
や
ω
ρ
毅
・
窪
．

⑱
コ
ロ
。
ぎ
簿
庁
噛
卜
爵
無
ミ
馬
§
▼
唱
．
α
メ
⑦
㊤
…
O
．
ρ
ω
p
望
歪
’
緯
§
w
9
§

§
馬
ぎ
G
9
ミ
馬
駄
碧
慧
偽
げ
切
§
さ
噂
♂
δ
一
・
一
噛
一
8
0
▼
や
誌
ご
〉
■
麟
鴛
（
旨
お
喧

　
日
．
ぎ
ト
匙
鎚
G
o
ミ
騎
駄
》
冨
ミ
§
二
一
奪
N
魁
ミ
ミ
■
目
9
巳
o
P
論
り
お
噂
℃
ワ
ー
ミ
、

　
H
紹
一
ら
。
．

⑲
　
客
U
㊦
昌
プ
。
一
ヨ
ー
綬
。
慈
顔
▼
曽
尉
騎
§
、
画
ミ
延
載
ミ
軌
ミ
尋
、
ミ
帖
§
’
○
敵
。
益
　
ち
ω
メ

　
℃
’
㊤
㊤
』
ピ
b
o
．

⑳
　
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
、
前
掲
訳
書
、
五
九
－
六
〇
頁
。

⑳
　
M
・
ヴ
ェ
…
パ
ー
著
、
没
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
』
、
　
紅
、
創
文
社
、

　
一
九
六
二
年
、
三
四
〇
頁
。

四
　
封
建
国
家
権
力
の
確
立
一
総
括
に
か
え
て
ー

バロンの反乱（朝治）

　
前
章
ま
で
の
バ
ロ
ン
反
乱
期
の
カ
ウ
ソ
シ
ル
権
力
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
本
章
で
は
封
建
国
家
権
力
の
確
立
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
政
治
学
に
お
い
て
は
封
建
国
家
の
権
力
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
封
建
領
主
た
ち
は
相
互
の
対
立
を
緩
和

す
る
べ
く
、
上
級
者
と
下
級
老
と
の
間
で
封
建
契
約
を
結
び
階
層
制
を
組
織
す
る
と
同
蒔
に
、
非
封
建
的
統
一
者
と
し
て
の
王
権
を
も
必
要
と

し
、
そ
し
て
こ
の
王
権
が
封
建
国
家
権
力
で
あ
る
と
さ
れ
、
階
層
制
と
人
的
結
合
性
と
が
封
建
国
家
の
特
微
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
　
①

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
は
封
建
国
家
の
公
権
力
の
機
能
を
楼
小
化
し
て
い
る
と
い
う
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
の
場
合
、
公

権
力
は
、
ア
ナ
…
キ
ー
状
態
に
あ
る
社
会
に
お
け
る
調
停
者
と
し
て
の
機
能
、
い
わ
ば
国
際
法
的
機
能
を
主
な
機
能
と
す
る
か
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
封
建
国
家
権
力
の
本
質
的
任
務
は
そ
れ
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
の
園
家
の
支
配
階
級
の
共
通
利
益
を
保
護
し
、
維
持

し
、
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
ロ
ン
反
乱
前
に
お
け
る
王
権
は
、
王
の
個
人
的
、
恣
意
的
な
権
力
行
使
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
任
務
を
果
た

し
得
な
く
な
っ
て
お
り
、
バ
ロ
ン
の
反
乱
中
に
カ
ウ
ソ
シ
ル
権
力
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
交
代
は
王
の
無
能
力
と
い
う

偶
然
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
封
主
・
封
臣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
激
化
を
ひ
き
起
こ
し
た
、
一
三
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
必
然
的
要

61 （225）



　
　
　
②

請
で
あ
る
。

　
バ
ロ
ン
反
乱
期
に
新
た
に
成
立
し
た
カ
ウ
ソ
シ
ル
権
力
は
、
支
配
階
級
を
構
成
す
る
大
貴
族
、
中
小
貴
族
そ
れ
ぞ
れ
が
、
生
き
残
る
必
要
か

ら
う
ち
た
て
た
公
権
力
で
あ
る
。
従
っ
て
反
乱
後
の
カ
ウ
ン
シ
ル
権
力
は
封
建
国
家
の
公
権
力
と
し
て
、
既
に
破
綻
を
見
せ
始
め
た
封
建
的
生

産
様
式
と
、
一
般
的
な
解
体
傾
向
に
あ
る
封
主
・
封
臣
関
係
と
を
維
持
し
た
上
で
、
な
お
支
配
階
級
内
で
生
起
す
る
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

す
べ
き
責
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ロ
ン
反
乱
期
に
お
い
て
は
、
改
革
条
項
に
お
け
る
封
臣
・
中
小
貴
族
保
護
の
規
定
に
も
拘
ら
ず
、

封
主
・
大
貴
族
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
形
で
公
権
力
が
行
使
さ
れ
た
が
、
今
後
は
そ
れ
が
公
的
権
力
の
本
質
的
機
能
で
あ
る
が
故
に
、
王
制
・

封
臣
を
と
も
に
満
足
さ
せ
得
る
衡
平
の
立
楊
か
ら
、
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代

の
課
題
で
あ
る
。

　
①
　
田
口
富
久
治
、
佐
々
木
一
郎
、
加
茂
利
男
『
政
治
の
科
学
』
、
青
木
霊
店
、
一
九
　
　
　
　
②
　
勺
O
急
。
｝
内
P
§
馬
§
画
ミ
馬
§
“
神
9
ミ
ミ
、
8
や
¢
ご
U
P
・
N
（
§
偽
駕
馬
ミ
掩
自
ト

　
　
七
三
年
、
六
九
－
七
一
頁
。
な
お
堀
米
庸
三
、
前
掲
書
。
下
野
義
朗
「
フ
ラ
ン
ス
　
　
　
　
　
や
蒔
O
り
｝
ω
僧
民
。
鉢
¢
。
。
⊆
ヨ
㊦
暮
。
。
、
℃
や
。
。
b
。
－
G
。
．
佐
藤
伊
久
男
『
世
界
歴
史
』
第

　
　
封
建
王
政
の
『
構
造
』
」
、
『
西
洋
中
世
世
界
の
展
開
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
三
　
　
　
　
　
十
巻
、
二
五
二
、
二
五
九
i
二
穴
一
頁
。

　
　
年
所
収
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
神
戸
市
兵

（226）　62



The　Truman　Administration　and　the　Loyalty　Program　of　1947

by

Masugi　Shimada

　　Soon　after　the　Second．　World　War，　the　Ametican　conservative　busi－

nessman，　confronted　with　labor　offensives　and　the　continuation　of　the

government’s　war－time　control　over　the　business　world，　initiated　a

strong　anti－communist　campaign．　Conservatlves　in　Congress　also　pressed

the　adpainistration，　exploiting　the　anxiety　among　the　public　about

commtinist　esp20nage　activities．

　　Whlle　these　pressures　mounted　high　on　President　Truman，　the　ad－

ministration　itself　had　been　well　aware　of　the　usefulness’　of　anti－

communist　propaganda　in　mobiiizing　the　isolationist　public　for　the

support　of　its　foreigR　policies．

　　Although　Truman　refrained　from　the　loyalty　or　communist　issue　for

a　while，．the　outcome　of　the　mid－term　election　in　1946　urged　him　to

take　a　new　rribr6　conservative　stance．　To　study　a　new　loyalty　measure，

he’　set・　’ 浮吹@a　commissibn，　which，’in　fact，　came　under　the　leadership　of

int’elligence　agencies　that　were　anti－New　Deal　and　pursued　an　absolute

security．，No　xxionder　the　result　was　such　as　might　run　counter　to

civil　liberties．

The　Baronial　Movement　of　Reform，　1258－1265

by

Keizo’　Asaji

　　Barons’　War，・　commonly　known　as　the　revolt　of　Simon　de　Montfott，

i＄the、　consti加tional　refor1皿i難g　movement　which　was　caused　in　the

course　of・’　the　development・of　British　society　in　the　second　lialf　of

the／th2rteenth　．century．　Concerning　this　movement　we　know　the　ac－

cepted・，theory，established　by　Bishop’　Stubbs　and　some　other　historians，

whQ・　tried・　to　understand　cotnprehensive！y　the　various　changes　in　society，

such　as　the　prosperous　condltion　of　British　economy　in　tlie　thirteenth
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century，　the　growth　of　the　1〈nightly　class，　and　the　formation　of　the

representative　parliament．　Nowadays　we　also　1〈now　that　their　theory

must　be　keen1y　criticized　by　the　mote　positive　studies　at　various　points．

But　it　seems　that　we　should　recognize　the　merits　of　their　ldea，　the

community　of　the　realm　or　commecnitas　regni．　So　in　this　article，　affected

by　this　idea　in　a　sense，　we　try　to　analize　the　governmental　power　in

the　feudal　state，　especially　the　power　of　the　King’s　Council　new！y

established　during　the　movement．

The　Regional　Order　in　the　Modern　Villages　and　its　Transition

　　　　　　　　Taklng　the　Case　of　Sasagefei笹堰Water　Supply　Area

by

Masao　Hamatani

　　Japanese　rural　society　is　now　undergoing　a　radical　change　as　the

social　conditions　in　and　around　the　agricultural　life　changes．　Scientists

of　our　days，　above　a11　geographers，　think　it　important　to　examine　the

actual　state　of　modern　villages．　ln　this　article，　taking　the　case　of

Sasa2elei　water　supply　area，　1　would　like　to　investigate　into　the　social

structure　of　the　area　under　an　agricultural　water　supply　and　its　chang－

ing　proc6ss．　This　case　study　will　make　the　change　of　modern　villages

clear，　and　contribute　to　the　development　of　‘area　study’，　whick，　I

think，　is　the　fundamental　theory　of　geography．

　　Sasa2elei　water　supply　area　was　subdivided　into　seventeen　small　areas

which　were　the　basic　units　to　get　water　supply．　These　sub－areas，

corresponding　to　the　rura！　communities　in　the　feudal　age，　were　apt　to

be　independent　and　opposed　one　another．　Water　for　agriculture　was

distribhted　to　the　sub－areas　by　two　methods．　By　bansui番水method

water　was　distributed　equal！y　to　the　seventeen　sub－areas，　whi！e　by

chiPtashi散しmethod　there　was　an　order　of　priority　according　to　the

locatioR　of　the　sub・areas．　Since　30’s　of　Sh6wa昭和era，　however，　this

water　supply　system　and　sectionalism　of　the　sub－areas　have　been　gra－

dually　undergoing　a　change，　whose　causes　and　phases　1　wi11　examine

in　this　paper．
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